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規 則 の あ ら ま し 

 

○ 名古屋市定住促進住宅条例施行細則の一部を改正する規則（第 120号） 

1  改正内容 

  土地区画整理事業による町の区域の設定に伴い、規定の整理を行います。

（別表関係） 

2  施行期日 

令和 4年11月26日から施行します。 
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名古屋市定住促進住宅条例施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

 

 

 

  令和 4 年11月 9 日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第 120  号 

    

   名古屋市定住促進住宅条例施行細則の一部を改正する規則 

 

名古屋市定住促進住宅条例施行細則（平成 9 年名古屋市規則第 115  号）の一

部を次のように改正する。 

別表第 1 エコビレッジ志段味の項中 

  

                         

 

 

   附 則 

 この規則は、令和 4 年11 月26 日から施行する。 

 

「 

守山区大字吉根 

 
」 

を 

「 

守山区桜坂一丁目 

 
」 

に改める。 
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名古屋市告示第 642号 

 

土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の解除につ 

いて 

 

 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第 2項の規定に基づき、令和 

3年名古屋市告示第 518号及び令和 4年名古屋市告示第 562号により指定した 

形質変更時要届出区域の一部を解除します。 

 

  令和 4年11月 7日 

   

名古屋市長  河  村  た か し 

 

1 指定を解除する区域 

   名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄 1番 1の一部 

 

2 指定する事由がなくなった特定有害物質の種類 

砒
ひ

素及びその化合物（土壌溶出量基準） 

 

3 当該形質変更時要届出区域において講じられた汚染の除去等の措置 

土壌汚染の除去（基準不適合土壌の掘削による除去） 

 

名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課 
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名古屋市告示第 643号 

 

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例に基づく形 

質変更時届出管理区域の指定の解除について 

 

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例（平成15年名古屋市条

例第15号）第58条の 8第 2項の規定に基づき、市民の健康と安全を確保する環

境の保全に関する条例の一部を改正する条例（平成24年名古屋市条例第62号）

附則第 6条第 2項により指定した形質変更時届出管理区域の全部を次のとおり

解除します。 

 

令和 4年11月 7日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

1 指定を解除する区域 

名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄 1番 1の一部 

 

2 指定する事由がなくなった特定有害物質の種類 

砒
ひ

素及びその化合物（土壌溶出量基準） 

 

3 当該形質変更時届出管理区域において講じられた汚染の除去等の措置 

土壌汚染の除去（基準不適合土壌の掘削による除去） 

 

名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課 
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名古屋市告示第 644号 

 

   名古屋都市計画事業葵土地区画整理事業の換地計画の縦覧 

 

 土地区画整理法（昭和29年法律第 119号）第86条第 1項の規定により、名古

屋都市計画事業葵土地区画整理事業の換地計画を定めるため、同法第88条第 2

項の規定により、次のとおりその換地計画を一般の縦覧に供します。 

 

  令和 4年11月 7日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

1 縦覧の期間 

  令和 4年12月 1日から同月14日まで 

2 縦覧の時間 

  午前 8時45分から午後 5時15分まで 

3 縦覧の場所 

  名古屋市東区豊前町 2丁目45番地 

名古屋市大曽根北・筒井都市整備事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市住宅都市局都市整備部大曽根北・筒井都市整備事務所 
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名古屋市告示第 645号 

 

名古屋市土原土地区画整理組合の事業計画の変更の縦覧 

 

土地区画整理法（昭和29年法律第 119号）第39条第 1項の規定により、名古

屋市土原土地区画整理組合の事業計画の変更について認可の申請がありました

ので、同条第 2項において準用する同法第20条第 1項の規定により、次のとお

り当該事業計画を公衆の縦覧に供します。 

 

令和 4年11月 7日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1  縦覧の期間 

  令和 4年11月 8日から同月21日まで。ただし、名古屋市の休日を定める条

例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の休日を除

きます。 

 2  縦覧の時間 

  午前 8時45分から午後 5時15分まで 

 3  縦覧の場所 

  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

  名古屋市住宅都市局都市整備部市街地整備課 

  （名古屋市役所西庁舎 4階） 

 

 

 

 

 

 

名古屋市住宅都市局都市整備部市街地整備課 
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名古屋市告示第 646号 

 

   特別消防隊の事務所及び消防署出張所の名称及び位置を定める告 

   示の一部改正について 

 

 平成13年名古屋市告示第 126号（特別消防隊の事務所及び消防署出張所の名

称及び位置）の一部を次のように改正する。 

 

  令和 4年11月 8日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

 

 表中 

「 

名古屋市守山消防署 

 志段味出張所 

名古屋市守山区大字下志段味字長廻間2280番地

の12 

」 

「 

名古屋市守山消防署 

 志段味出張所 
名古屋市守山区桜坂五丁目 114番地 

」 

改める。 

 

   附 則 

 この告示は、令和 4年11月26日から施行する。 

 

 

名古屋市消防局総務部総務課 

を 

に 
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名古屋市告示第 647号 

 

   開発行為に関する工事の完了 

 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第35条第 1項の規定により許可した次

の開発行為に関する工事が完了しました。 

 

  令和 4年11月 8日 

                    

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1 許可年月日及び許可番号 

  平成29年10月12日 29指令住開指第 136号 

 

 2 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

名古屋市緑区鳴海町字前之輪 153番、 154番、 155番、 156番、 276番、

277番、 278番、 279番、 280番及び 281番（ 1工区） 

 

3 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

  愛知県岡崎市青木町 3番地 5 

  株式会社吉川住建 

  代表取締役 吉川祐一 

 

 

 

 

                名古屋市住宅都市局建築指導部開発指導課 
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名古屋市告示第6 4 8号 

 

      道路に関する告示 

 

  道路法（昭和27年法律第1 8 0号）第 8 条第 1 項及び第18条の規定に基づき、

次のように市道路線の認定及び道路の区域の決定を行い、令和 4 年11月 9 日か

ら道路の供用を開始します。 

  その関係図面は、名古屋市緑政土木局路政部道路利活用課において告示の日 

から 2 週間、一般の縦覧に供します。 

 

    令和 4 年11月 9 日 

 

                                  名古屋市長    河  村    た か し 

 

路線の認定、道路の区域決定及び供用開始 

道路 

 

の 

 

種類 

整理 

 

 

 

番号 

   路  線  名 

          道      路      の      区      域 

摘  要 
区              間 

延  長 

 

 

キロメートル 

敷地の 

幅  員 

 

メ ー ト ル       

市道 

 

 

 

 

1 
諸の木二丁目第 1  

号線 

名古屋市緑区諸の木二丁目2206番 

の16地先から 

 

名古屋市緑区諸の木二丁目2208番 

の 2 地先まで 

0.074 
6.01 

～  6.02 

附  図 

 

 

 

 

 

名古屋市緑政土木局路政部道路利活用課 
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12



名古屋市告示第 649号 

 

土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の解除について 

 

土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第 6条第 4項の規定に基づき、令和

4年名古屋市告示第 542号により指定した要措置区域の一部を解除します。 

 

令和 4年11月10日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

1 指定を解除する区域 

名古屋市天白区塩釜口一丁目 504番の一部 

 

2 指定する事由がなくなった特定有害物質の種類 

ふっ素及びその化合物（土壌溶出量基準） 

 

3 当該要措置区域において講じられた汚染の除去等の措置 

土壌汚染の除去（基準不適合土壌の掘削による除去） 

 

名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課 
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名古屋市告示第 650号 

 

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例に基づく拡

散防止管理区域の指定の解除について 

 

 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例（平成15年名古屋市条

例第15号）第58条の 4第 2項の規定に基づき、令和 4年名古屋市告示第 581号

により指定した拡散防止管理区域の全部を次のとおり解除します。 

 

  令和 4年11月10日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1 指定を解除する区域 

名古屋市昭和区御器所通 1丁目25番 1の一部 

 

2 指定する事由がなくなった特定有害物質の種類 

ふっ素及びその化合物（土壌溶出量基準） 

 

3 当該拡散防止管理区域において講じられた汚染の拡散の防止等の措置 

土壌汚染の除去（基準不適合土壌の掘削による除去） 

 

名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課 
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名古屋市告示第 651号 

 

   名古屋市緑笹塚土地区画整理組合の換地処分公告 

 

 土地区画整理法（昭和29年法律第 119号）第 103条第 3項の規定により、名

古屋市緑笹塚土地区画整理組合から換地処分を行った旨の届出がありました。 

 

  令和 4年11月11日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市住宅都市局都市整備部市街地整備課 
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名古屋市告示第 652  号 

           

名古屋市議会定例会の招集について 

 

令和 4 年11 月18 日午前11 時に、名古屋市議会定例会を招集します。 

 

  令和 4 年11 月11 日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         名古屋市総務局総務課 
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名古屋市上下水道局告示第16号 

 

公共下水道の供用及び下水の処理を次のとおり開始するので、下水道法（昭

和33年法律第79号）第９条の規定に基づき、次のとおり公示する。 

なお、その関係図面は、令和４年11月30日までの２週間名古屋市上下水道局

経営本部営業部給排水設備課、同部営業センター及び同部営業所において一般

の縦覧に供する。 

 

  令和４年11月９日 

 

名古屋市上下水道局長  飯 田   貢  

  

１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する日 

  令和４年12月１日 

２ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域並びに下水の処理を行う

終末処理場の位置及び名称 

公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域 終末処理場の位置及 

び名称 区 名 町   名 字 ・ 丁 目 摘 要 

千 種 区 天 白 町 植田・植田山 一部 天白区植田南一丁目 

名古屋市上下水道局 

植田水処理センター 

北 区 光 音 寺 町 野方 〃 

 

中村区岩塚町 

名古屋市上下水道局 

岩塚水処理センター 

福 徳 町 色田 〃 〃 

 

 

中 川 区 

 

富 田 町 千音寺・稲屋 

 千音寺・粉 

諸 

〃 中川区中須町 

名古屋市上下水道局 

打出水処理センター 

港 区 稲 永 二 丁 目  〃 港区宝神四丁目 

名古屋市上下水道局 

宝神水処理センター 

 大 西 二 丁 目  〃 中川区中須町 

    名古屋市上下水道局 

打出水処理センター 
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 西 福 田 四 丁 目  〃 〃 

 

 

守 山 区 瀬 古 東 一 丁 目  〃 

 

 

北区米が瀬町 

名古屋市上下水道局

守山水処理センター 

名 東 区 梅 森 坂 二 丁 目  〃 天白区植田南一丁目 

名古屋市上下水道局 

植田水処理センター 

 梅 森 坂 五 丁 目  〃 〃 

 

 

 高 針 荒 田  〃 〃 

 

 

 藤 巻 町 １丁目 ３丁 

目 

〃 〃 

３ 供用を開始する排水施設の位置 

別添図面のとおり 

４ 供用を開始する排水施設の合流式又は分流式の別 

合 流 式 北区 中川区 港区（稲永二丁目） 守山区 

分 流 式 千種区 港区（稲永二丁目を除く。） 名東区 
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供用開始区域 

供用及び処理を開始する下水道 

 区界 

天白町  

 植田 

  植田山 

排水施設の位置図 
千種区（分流式） 
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供用開始区域 

供用及び処理を開始する下水道 

排水施設の位置図 
北区（合流式） 

光音寺町  

 野方 

福徳町  

 色田 

20



 

 

 

 

 

 

供用開始区域 

供用及び処理を開始する下水道 

市界 

富田町 

 千音寺 

  稲屋 

排水施設の位置図 
中川区（合流式） 

 

富田町 

 千音寺 

  粉諸 
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供用開始区域 

供用及び処理を開始する下水道 

排水施設の位置図 
港区（合流式） 

 

稲永二丁目 
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供用開始区域 

供用及び処理を開始する下水道 

排水施設の位置図 
港区（分流式）Ｎｏ．１ 

大西二丁目 
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供用開始区域 

供用及び処理を開始する下水道 

西福田四丁目 

排水施設の位置図 
港区（分流式）Ｎｏ．２ 
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供用開始区域 

供用及び処理を開始する下水道 

瀬古東一丁目 

排水施設の位置図 
守山区（合流式） 
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供用開始区域 

供用及び処理を開始する下水道 

市界 

梅森坂五丁目 

排水施設の位置図 
名東区（分流式）Ｎｏ．１ 

 

梅森坂二丁目 
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供用開始区域 

供用及び処理を開始する下水道 

高針荒田 

排水施設の位置図 
名東区（分流式）Ｎｏ．２ 

 

藤巻町 

 ３丁目 
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供用開始区域 

供用及び処理を開始する下水道 

 区界                    

藤巻町 

 １丁目 

排水施設の位置図 
名東区（分流式）Ｎｏ．３ 
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名古屋市上下水道局管理規程第27号 

 

名古屋市上下水道局職員の服務の宣誓の実施に関する規程等の一部を次のよ

うに改正する。 

 

令和４年11月９日 

 

名古屋市上下水道局長  飯 田   貢  

 

 （名古屋市上下水道局職員の服務の宣誓の実施に関する規程の一部改正） 

第１条 名古屋市上下水道局職員の服務の宣誓の実施に関する規程（平成12年

名古屋市上下水道局管理規程第18号）の一部を次のように改正する。 

  第４条中「、第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６第１項

若しくは第２項」を「又は第22条の４第１項」に改める。 

 （名古屋市上下水道局職員き章規程の一部改正） 

第２条 名古屋市上下水道局職員き章規程（平成12年名古屋市上下水道局管理

規程第19号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２条第１項第１号に規定する職員」を「別表第１又は別表第

２に定める給料表の適用を受ける職員（地方公務員法（昭和25年法律第261

号）第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。）」

に改める。 

 （名古屋市上下水道局職員の勤務時間及び休暇に関する規程の一部改正） 

第３条 名古屋市上下水道局職員の勤務時間及び休暇に関する規程（平成12年

名古屋市上下水道局管理規程第23号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に、「再任

用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第３項

ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改め、同条第６項第７号中「上下水道局長（以下「局長」という。）」を「

局長」に改め、同条第７項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短

時間勤務職員」に改める。 
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  第４条第１項ただし書、第５条第２項及び第14条第２項中「再任用短時間

勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

（名古屋市上下水道局職員の給与に関する規程の一部改正） 

第４条 名古屋市上下水道局職員の給与に関する規程（平成12年名古屋市上下

水道局管理規程第31号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項を次のように改める。 

   給料表の種類は、次に掲げるとおりとする。 

  (1) 企業職給料表(1)（別表第１） 

  (2) 企業職給料表(2)（別表第２） 

  第２条第２項中「再任用職員以外の職員で」を削り、同条第３項中「再任

用職員以外の」を削り、同条第４項中「別表第４」を「別表第３」に改める。 

  第３条第６項中「２号給」を「０号給」に改め、同条第10項を削り、同条

第11項中「地公法第28条の５第１項」を「地方公務員法（昭和25年法律第

261号。以下「地公法」という。）第22条の４第１項」に、「再任用短時間

勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「前項の規定にかかわら

ず、同項の規定による給料月額」を「その者に適用される給料表に掲げる定

年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額のうち、その者の属する職務の級

に応じた額」に改め、同項を同条第10項とし、同条第12項を同条第11項とす

る。 

  第23条第２項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に改める。 

  第36条第３項及び第37条第３項中「、企業職給料表(2)又は企業職給料表 

(3)」を「又は企業職給料表(2)」に改める。 

  第46条の２の見出し中「再任用職員」を「特定の職員」に改め、同条中「

再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  附則第４項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  附則中第10項を削り、第11項を第10項とし、附則に次の９項を加える。 

 11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最  

初の４月１日（附則第13項において「特定日」という。）以後、当該職員

に適用される給料表の給料月額のうち、第３条第１項の規定により当該職
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員の属する職務の級並びに同条第２項及び第３項並びに同条第５項、第６

項及び第８項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70

を乗じて得た額（当該額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨 

て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。） 

とする。 

 12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

  (1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される

職員及び非常勤職員 

  (2) 職員の定年等に関する条例（昭和58年名古屋市条例第１号）第９条第

１項又は第２項の規定により同条第１項に規定する異動期間（同項又は

同条第２項の規定により延長された期間を含む。）が延長された同条例

第６条第１項各号に規定する職を占める職員 

  (3) 職員の定年等に関する条例第４条第１項又は第２項の規定により引き

続き勤務している職員（同条例第２条に規定する定年退職日において前

項の規定が適用されていた職員を除く。） 

13 地公法第28条の２第１項に規定する他の職への降任をされた職員であっ

て、当該他の職への降任をされた日（以下この項及び附則第15項において

「異動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職

員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額（

以下この項において「特定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該

職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額（当該額に、50円

未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が

あるときは、これを100円に切り上げる。以下この項において「基礎給料 

月額」という。）に達しないこととなる職員（局長が定める職員を除く。） 

  には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月

額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料と

して支給する。 

 14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月

額との合計額が第３条第１項の規定により当該職員の属する職務の級にお

ける最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用につい
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ては、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第３条第

１項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月

額と当該職員の受ける給料月額」とする。 

 15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第11項の規

定の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員を除く。）であ

って、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認

められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、局長が

定めるところにより、前２項の規定に準じて算出した額を給料として支給

する。 

 16 附則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第11

項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を

支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、

当該職員の受ける給料月額のほか、局長が定めるところにより、前３項の

規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

 17 附則第13項又は前２項の規定による給料を支給される職員に対する第36

条第３項及び第37条第３項の規定の適用については、これらの規定中「給

料月額」とあるのは、「給料月額と附則第13項、第15項又は第16項の規定

による給料の額との合計額」とする。 

 18 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項の規定による

給料月額、附則第13項の規定による給料その他附則第11項から前項までの

規定の施行に関し必要な事項は、局長が定める。 

  （勤務１時間当たりの給与額の特例） 

 19 第42条第２項の適用については、当分の間、同項中「とする」とあるの

は、「とする。ただし、附則第11項の規定の適用を受ける職員にあっては

同項の規定により算出した額とし、当該職員に附則第13項、第15項又は第

16項の規定による給料が支給される場合は当該給料の額を含めるものとす

る」とする。 

  別表第１備考に次の１項を加える。

　　　３　この表の適用を受ける定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額は、この表の規定にかかわらず、次の表に掲げる額とする。

円 円 円 円 円 円

４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級職務の級 １級 ２級 ３級

円円 円
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基準給料月額 174,900 365,200 414,100212,800 239,200 257,200 270,100 295,800 334,400
 

  別表第２に備考として次のように加える。 

備考　この表の適用を受ける定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額は、この表の規定にかかわらず、次の表に掲げる額とする。

２級

円

202,200

３級

円

222,700

４級

円

243,100

職務の級

基準給料月額

１級

円

180,100
 

  別表第３を削り、別表第４を別表第３とし、同表３企業職給料表(3)級別

基準職務表を削る。 

（名古屋市上下水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部

改正） 

第５条 名古屋市上下水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程（

平成26年名古屋市上下水道局管理規程第18号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２項を削り、附則第１項の見出し及び項番号を削る。 

  附則別表を削る。 

第６条 名古屋市上下水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程（

平成29年名古屋市上下水道局管理規程第７号）の一部を次のように改正する。 

  附則別表に備考として次のように加える。 

備考　この表の適用を受ける定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額は、この表の規定にかかわらず、次の表に掲げる額とする。

263,500

５級

円 円 円 円 円

職務の級

基準給料月額

１級 2級 ３級 ４級

180,100 202,200 222,700 243,100  
第７条 名古屋市上下水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程（

令和２年名古屋市上下水道局管理規程第12号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２項中「おいては」の次に「、施行日から令和５年３月31日までの

間」を加える。 

（名古屋市上下水道局職員の住居手当に関する規程の一部改正） 

第８条 名古屋市上下水道局職員の住居手当に関する規程（平成12年名古屋市

上下水道局管理規程第34号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６第１項若

しくは第２項の規定により採用された」を「第22条の４第１項に規定する短

時間勤務の職を占める」に改める。 

  第４条中「。以下「単身赴任手当規程」という。」を削り、「（昭和25年
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法律第261号）第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６第１項

若しくは第２項の規定により採用された」を「第22条の４第１項に規定する

短時間勤務の職を占める」に改める。 

（名古屋市上下水道局退職し、又は死亡した職員の期末手当及び奨励手当の

支給に関する規程の一部改正） 

第９条 名古屋市上下水道局退職し、又は死亡した職員の期末手当及び奨励手

当の支給に関する規程（平成12年名古屋市上下水道局管理規程第37号）の一

部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「 

第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６第１項若しくは第２項

の規定により採用された」を「第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職 

を占める」に改め、同条第４項中「、企業職給料表(2)又は企業職給料表(3)」 

を「又は企業職給料表(2)」に改める。 

  第８条第１項各号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改め、同条第４項中「、企業職給料表(2)又は企業職給料表(3)」を「又は企

業職給料表(2)」に改める。 

  第11条の２各号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改

める。 

（名古屋市上下水道局安全衛生管理規程の一部改正） 

第10条 名古屋市上下水道局安全衛生管理規程（平成12年名古屋市上下水道局

管理規程第38号）の一部を次のように改正する。 

  第38条第２項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に、「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に改める。 

  別表備考中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に改める。 

（名古屋市上下水道局被服貸与規程の一部改正） 

第11条 名古屋市上下水道局被服貸与規程（平成12年名古屋市上下水道局管理

規程第42号）の一部を次のように改正する。 

  第５条の２の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」 

に改め、同条中「第28条の４第１項又は第28条の５第１項の規定により」を

「第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員に」に、「当局
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再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

 第10条第２号中「当局再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改める。 

（名古屋市上下水道局職員寮規程の一部改正） 

第12条 名古屋市上下水道局職員寮規程（平成12年名古屋市上下水道局管理規

程第51号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１号中「（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の４第

１項の規定により採用された者を除く。）」を削る。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、第３条中名古屋市上下水道局職員の勤務時間及び休暇に関する規程

第３条第６項第７号の改正規定、第７条の規定及び第８条中名古屋市上下水

道局職員の住居手当に関する規程第４条の改正規定（「。以下「単身赴任手

当規程」という。」を削る部分に限る。）は、発布の日から施行する。 

 （名古屋市上下水道局職員の服務の宣誓の実施に関する規程の一部改正に伴

う経過措置） 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号。以下「改正法」 

という。）附則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２

項の規定により採用された職員（以下「暫定再任用職員」という。）に対す

る第１条の規定による改正後の名古屋市上下水道局職員の服務の宣誓の実施

に関する規程第４条の規定の適用については、同条中「第22条の４第１項」

とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号）

附則第４条第１項若しくは第２項若しくは第６条第１項若しくは第２項」と

する。 

（名古屋市上下水道局職員の勤務時間及び休暇に関する規程の一部改正に伴

う経過措置） 

３ 改正法附則第６条第１項又は第２項の規定により採用された職員（以下「

暫定再任用短時間勤務職員」という。）は、第３条の規定による改正後の名
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古屋市上下水道局職員の勤務時間及び休暇に関する規程第３条第２項に規定

する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。 

 （名古屋市上下水道局職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置） 

４ 暫定再任用職員に対する第４条の規定による改正後の名古屋市上下水道局 

職員の給与に関する規程（以下この項から第６項までにおいて「改正後規程」 

という。）第２条、第３条第10項、第23条第２項、第36条第３項、第37条第

３項、第46条の２及び附則第４項の規定の適用については、第２条第１項中

「とおりとする」とあるのは「もののほか、名古屋市上下水道局職員の服務

の宣誓の実施に関する規程等の一部を改正する規程（令和４年名古屋市上下

水道局管理規程第27号）附則別表第１及び附則別表第２の給料表（以下「附

則給料表」という。）とし、附則給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表

に定めるところによる」と、同条第２項中「企業職給料表(1)は、」とある

のは「企業職給料表(1)は、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年

法律第63号）附則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第

２項の規定により採用された職員（以下「暫定再任用職員」という。）以外

の職員で」と、同条第３項中「企業職給料表(2)は、」とあるのは「企業職

給料表(2)は、暫定再任用職員以外の職員で」と、同条第４項中「別表第３

の級別基準職務表」とあるのは「名古屋市上下水道局職員の服務の宣誓の実

施に関する規程等の一部を改正する規程附則別表第３」と、第３条第10項中

「地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。）第22条

の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「定年前再任用短

時間勤務職員」という。）の給料月額は、その者に適用される給料表に掲げ

る定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額のうち」とあるのは「地方公

務員法の一部を改正する法律附則第４条第１項又は第２項の規定により採用

された職員の給料月額は、その者の属する職務の級に応じた額とし、同法附

則第６条第１項又は第２項の規定により採用された職員（以下「暫定再任用

短時間勤務職員」という。）の給料月額は」と、「当該定年前再任用短時間

勤務職員」とあるのは「当該暫定再任用短時間勤務職員」と、第23条第２項 

中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用短時間勤務職員」 

と、第36条第３項及び第37条第３項中「又は企業職給料表(2)」とあるのは
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「、企業職給料表(2)又は附則給料表」と、第46条の２中「定年前再任用短

時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員」と、附則第４項中「定年前再

任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員」とする。 

５ 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において

同じ。）の給料月額は、前項、附則別表第１及び附則別表第２の規定にかか

わらず、当分の間、これらの規定の適用により定められる額から当該額に次

の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる割合（附則別表第２の

適用を受ける職員にあっては、括弧内の割合）を乗じて得た額（その額に１

円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）を減じた額とする。ただ

し、改正後規程に規定する手当の額の算定の基礎となる給料月額及び１時間

当たりの給与額の算定の基礎となる給料月額（改正後規程第44条及び第45条

の規定により減額する場合のその算定の基礎となるものを除く。）は、前項、

附則別表第１及び附則別表第２の規定により定められる額とする。 

 (1) 暫定再任用職員でその職務の級が９級であるもの 1,000分の288（ 

1,000分の226） 

 (2) 暫定再任用職員でその職務の級が８級であるもの 100分の17（1,000分

の104） 

 (3) 暫定再任用職員でその職務の級が７級であるもの 1,000分の106（ 

  1,000分の37） 

６ 施行日から令和10年３月31日までの間において、職員の定年等に関する条

例の一部を改正する条例（令和４年名古屋市条例第40号）による改正前の職

員の定年等に関する条例（昭和58年名古屋市条例第１号）第３条に規定する

定年に達する日の属する年度の末日までの間にある職員に対する改正後規程

第３条第６項の規定の適用については、同項中「０号給」とあるのは、「１

号給」とする。 

７ 施行日の前日に名古屋市上下水道局職員の給与に関する規程の一部を改正

する規程（令和２年名古屋市上下水道局管理規程第12号）附則第２項の経過

措置の適用を受ける者が、施行日に改正法附則第８条第２項の規定により採

用されたものとみなされる職員となった場合においては、附則別表第１中「

263,500」とあるのは「269,300」と、「270,700」とあるのは「285,600」と
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し、附則別表第２中「250,600」とあるのは「256,700」と、「257,400」と

あるのは「273,000」と読み替えてこれらの規定を適用する。 

 （名古屋市上下水道局職員の住居手当に関する規程の一部改正に伴う経過措

置） 

８ 暫定再任用職員は、第８条の規定による改正後の名古屋市上下水道局職員

の住居手当に関する規程第１条及び第４条に規定する短時間勤務の職を占め

る職員とみなす。 

（名古屋市上下水道局退職し、又は死亡した職員の期末手当及び奨励手当の

支給に関する規程の一部改正に伴う経過措置） 

９ 暫定再任用職員に対する第９条の規定による改正後の名古屋市上下水道局

退職し、又は死亡した職員の期末手当及び奨励手当の支給に関する規程第５

条第２項及び第４項、第８条第１項各号及び第４項並びに第11条の２各号の

規定の適用については、第５条第２項中「定年前再任用短時間勤務職員（地

方公務員法第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める」とあるの

は「暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第

63号）附則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項の

規定により採用された」と、同条第４項中「又は企業職給料表(2)」とある

のは「、企業職給料表(2)又は名古屋市上下水道局職員の服務の宣誓の実施

に関する規程等の一部を改正する規程（令和４年名古屋市上下水道局管理規

程第27号）附則別表第１若しくは附則別表第２の給料表」と、第８条第１項

各号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員」と、

同条第４項中「又は企業職給料表(2)」とあるのは「、企業職給料表(2)又は

名古屋市上下水道局職員の服務の宣誓の実施に関する規程等の一部を改正す

る規程附則別表第１若しくは附則別表第２の給料表」と、第11条の２各号中

「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員」とする。 

 （名古屋市上下水道局安全衛生管理規程の一部改正に伴う経過措置） 

10 暫定再任用短時間勤務職員は、第10条の規定による改正後の名古屋市上下

水道局安全衛生管理規程第38条第２項及び別表に規定する短時間勤務の職を

占める職員とみなす。 

 （名古屋市上下水道局被服貸与規程の一部改正に伴う経過措置） 
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11 暫定再任用職員は、第11条の規定による改正後の名古屋市上下水道局被服

貸与規程第５条の２に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。 

 （名古屋市上下水道局職員寮規程の一部改正の一部改正に伴う経過措置） 

12 暫定再任用職員に対する第12条の規定による改正後の名古屋市上下水道局

職員寮規程第２条第１号の規定の適用については、同号中「規定する職員」

とあるのは、「規定する職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３

年法律第63号）附則第４条第１項又は第２項の規定により採用された者を除

く。）」とする。 

 

 

39



附則別表第１

給 料 月 額

円

241,600

(257,200)

277,900

(295,900)

326,300

(356,100)

備考　１　この表は、附則別表第２の適用を受けない暫定再任用職員に適用する。
　　　　２　この表の４級の括弧内の金額は、４級の職にある職員で局長が特に必要と認めて指定する職にあるものに適用する。
　　　　３　この表の７級の括弧内の金額は、７級の職にある職員で局長が特に必要と認めて指定する職にあるものに適用する。
　　　　４　この表の８級の括弧内の金額は、８級の職にある職員で局長が特に必要と認めて指定する職にあるものに適用する。

270,700

職務の級

1                      級 137,900

2                      級 172,200

7                      級

8                      級

9                      級 402,900

3                      級 212,800

4                      級

5                      級 263,500

6                      級
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附則別表第２

給 料 月 額

円

230,200

(243,500)

264,100

(281,300)

310,100

(338,600)

　　　　２　この表の４級の括弧内の金額は、４級の職にある職員で局長が特に必要と認めて指定する職にあるものに適用する。
　　　　３　この表の７級の括弧内の金額は、７級の職にある職員で局長が特に必要と認めて指定する職にあるものに適用する。
　　　　４　この表の８級の括弧内の金額は、８級の職にある職員で局長が特に必要と認めて指定する職にあるものに適用する。

199,700

163,700

131,100

250,600

職務の級

1                      級

2                      級

備考　１　この表は、暫定再任用職員のうち被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成24年法律第63号）第３条の規定
　　　　　による改正前の地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）附則第19条（同法附則第19条の２の規定により読み替える場合を含む。）に規定する退職
　　　　　共済年金を支給する年齢に達した日の属する年度の翌年度以後の期間における職員に適用する。

3                      級

8                      級

9                      級

4                      級

5                      級

6                      級

7                      級

382,900

257,400
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附則別表第３ 

職務の級 基準となる職務 

１級  定型的な業務に従事する職員の職務 

２級 
 相当高度の知識又は経験を必要とする業務に従事する

職員の職務 

３級 
 高度の知識又は経験を必要とする業務に従事する職員

の職務 

４級  主任の職務 

５級  係長又は主査の職務 

６級 
 重要、複雑かつ困難な業務を処理する係長又は主査の

職務 

７級  課長又は主幹の職務 

８級  部長又は参事の職務 

９級  次長又は本部長の職務 
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令和 4 年監査公表第 7 号 

 

 地方自治法第 199  条第14項及び第15項の規定に基づき市長等から措置を講じ

た旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表します。 

 

  令和 4 年11 月 9 日 

 

名古屋市監査委員  西 川 ひさし 

同         山 田 昌 弘 

同         山 本 正 雄  

同         小 川 令 持  
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令和 4年監査報告第 1号関係分（令和 4年 2月17日報告） 

 

区役所（千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、

中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区及び天白区）・スポーツ市民局 

（令和 4年 8月31日現在の状況） 

番号 勧告（監査結果） 措置の内容 

 

1(1) 

 

身元明確なるも引取者のない遺体の葬

儀執行について（行政運営事務） 

東区、北区、昭和区、熱田区、中川

区及び緑区において、長期間にわたっ

て葬儀執行がなされず、葬儀業者に遺

体が保管されていた今回の事例は、故

人に対する礼意を著しく欠き、市民か

らの信頼を失墜させる極めて不適切な

ものといわざるを得ず、特に措置を講

ずる必要がある事項として、地方自治

法第 1 99条第11項に基づき以下のとお

り勧告する。 

今回の事例の発生原因は、相続人調

査や遺体引取りの連絡調整など明確な

処理期限を定めることが難しいこと、

保管料のかからない葬儀業者に保管期

限の取決めをせずに遺体の保管を依頼

することで迅速な事務執行に対する意

識が希薄になっていたこと、また各区

総務課が新型コロナウイルス感染症対

応に忙殺されていたことなどであり、

その結果、当該事務処理が後回しにな

っていたと考えられる。 

各区において、当該事務の執行管理

が担当者任せとなっていて、組織的に

事務の進捗状況を管理する仕組みや意

識が欠如していたことも発生の一因と

なったと考えられる。 

東区、北区、昭和区、熱田区、中川

区及び緑区においては、未執行の葬儀

や相続人への連絡等の手続を早急に進

められたい。また、事務処理の遅延及

び放置というリスクが顕在化している

ことから、この事務プロセスについて

組織的に管理できる内部統制の仕組み

を構築することで、今回のような事例

が今後発生することのないよう取り組

まれたい。 

 

本件は、スポーツ市民局区政課の事

務手引きには事務処理期限等の記載が

なく、速やかな事務処理意識が低かっ

たため、担当者が他業務を優先したこ

と、担当者と係長の情報共有が不十分

だったため事務処理の遅延を把握でき

なかったこと、また、故人に対する礼

意及び葬儀業者との調整が不足してお

り速やかな葬儀執行の意識が低かった

ことが原因です。 

今回の勧告を受け、複数名の担当者

をおき、新たに作成した「進捗管理

表」をもとに、随時、係長が事務処理

状況を確認するとともに、月に 1 回、

課長への報告をすることとしました。 

また、葬儀が未執行であった 2 件に

ついては、速やかに事務処理を進め、

令和 4 年 2 月 4 日までに葬儀を執行し

ました。 

今後も令和 4 年 7 月に改正されたス

ポーツ市民局区政課の事務手引きに従

い、速やかな事務執行に努めてまいり

ます。       （東区総務課） 

 

本件は、相続人調査や遺体引取りの

連絡調整など、明確な処理期限を定め

ることが難しいこと、また、新型コロ

ナウイルス感染症対策や新型コロナウ

イルスワクチン接種業務対応に忙殺さ

れ、その結果、事務が後回しになった

こと、加えて進捗について、組織的に

管理できていなかったことが原因で

す。 

今回の勧告を受け、葬儀が未執行で

あった 1 件について、速やかに事務処

理を進め、令和 3 年12月22日に葬儀を

執行しました。 

また、組織的に進捗状況を管理でき
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番号 勧告（監査結果） 措置の内容 

（東区、北区、昭和区、 

熱田区、中川区、緑区） 

 

るよう当区独自の様式を作成し、進捗

管理を行い、月に 1 回、課長及び係長

が点検を行うようにしました。 

令和 4 年 7 月に、スポーツ市民局区

政課から「身元明確なるも引取者のな

い遺体事務処理の手引きの改正につい

て」が示されたことから、今後は改正

後の手引きに従い適正な事務処理を行

うとともに、事務遅延等の再発防止に

努めてまいります。 （北区総務課） 

 

本件は、新型コロナウイルス感染症

対応など他の業務に忙殺され、当該事

務処理が後回しになってしまったこと

及び、組織的な進捗管理がされずに担

当者任せとなり、その結果、事務処理

の遅延が経常化していたことが原因で

す。 

今回の勧告を受け、組織的に事務処

理の進捗状況を管理するための区独自

の様式を作成し、これを用いて 2 か月

に 1 回、課長、係長及び担当者でケー

ス会議等を行い、進捗状況を共有する

よう、令和 4 年 3 月より進捗管理方法

を見直しました。また、業務の急増等

に柔軟に対応できるよう令和 4 年 4 月

より事務分担を見直し、担当する職員

を増やしました。  

また、葬儀が未執行又は執行する者

が決まっていなかった 8 件について

は、相続人調査のうえ、令和 4 年 7 月

17日までに全て葬儀を執行しました。  

今後も、令和 4 年 7 月に改正された

「身元明確なるも引取者のない遺体事

務処理の手引き」により、速やかな相

続人調査と葬儀の執行、課長、係長及

び担当者による組織的な進捗管理を行

ってまいります。 （昭和区総務課） 

 

本件は、葬儀執行について明確な処

理期限が定められておらず、また組織

的に事務処理の進捗状況を管理してい

なかったことが原因です。 

今回の勧告を受け、熱田区において

葬儀を執行していなかった 3 件につい

ては、令和 4 年 3 月14日までに葬儀を
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番号 勧告（監査結果） 措置の内容 

執行しました。 

また、組織的に事務処理の進捗状況

を管理するため、進捗管理票をすべて

のケースの進捗状況がわかるように改

善し、月に 1 回進捗管理票を用いて担

当者から係長、課長に報告することと

しました。 

令和 4 年 7 月には「身元明確なるも

引取者のない遺体事務処理の手引き」

が改正され、遺体発生から 1 か月を目

安に葬儀を執行することとなりまし

た。 

今後は、担当者及び係長、課長がこ

の手引きを十分理解し、手引きに従っ

て事務処理を適正に行ってまいりま

す。       （熱田区総務課） 

 

本件は、当該事務処理を複数の職員

が輪番で担当しており、葬儀執行にあ

たり相続人調査や意向確認を必須とす

るなど事務処理が膨大な中、一部の職

員が担当業務に忙殺され当該事務処理

が後回しになっていたこと、また、事

務の執行が担当者任せになっており組

織的な進捗管理ができていなかったこ

とが原因です。  

今回の勧告を受け、葬儀が未執行で

あった 3 件について、速やかに事務処

理を進め、令和 4 年 1 月20日までに全

て葬儀を執行しました。 

また、課内で事務処理や進捗管理の

方法等について検討し、令和 4 年 3 月

 4 日にスポーツ市民局区政課あてに葬

儀執行者と法定相続人を分離するなど

の改善案を提出するとともに、その後

も係会議等で協議を重ね、令和 4 年 4 

月 1 日から当区独自の様式を活用して

進捗管理を行い、月に 1 回、課長及び

係長が点検を行うようにしたところで

す。  

令和 4 年 7 月にスポーツ市民局区政

課から「身元明確なるも引取者のない

遺体事務処理手引きの改正について」

が示されたことから、今後は改正後の

手引きに従い適正な事務処理を行うと

ともに、事務遅延等の再発防止に努め
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番号 勧告（監査結果） 措置の内容 

てまいります。  （中川区総務課） 

 

本件は、相続人の調査を終え、少な

くとも区で葬儀を執行することを確定

する所までは適切に事務を進めていた

ものの、区での葬儀執行が決まったあ

とは、他の事案や総務課の他の業務を

優先させたことが原因です。 

 今回の勧告を受け、担当者だけでな

く、組織として事務の進捗状況を管理

するため、令和 4 年 1 月に各事案の進

捗状況を記録するチェック表を区独自

に作成し、チェック表に基づき月に 1 

回係長が点検を行っています。 

 なお、葬儀が未執行であった 2 件に

ついては令和 4 年 3 月20日までに葬儀

を執行しました。 

また、令和 4 年 7 月に改正された

「身元明確なるも引取者のない遺体事

務処理の手引き」により、通報から 1 

か月（配偶者及び第 1 順位の相続人等

の意向調査まで）を目安とした葬儀執

行を行うことになりましたので、手引

きに従い適正に事務処理を進めてまい

ります。      （緑区総務課） 
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令和 4年監査報告第 1号関係分（令和 4年 2月17日報告） 

 

区役所（千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、

中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区及び天白区）・スポーツ市民局 

（令和 4年 8月31日現在の状況） 

番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

 

1(2) 

 

身元明確なるも引取者のない遺体の葬

儀執行について（行政運営事務） 

当該事務手続を定めるスポーツ市民

局においては、早急に全区の実態を把

握するとともに、研修の実施など区へ

の支援を図られたい。さらに、各区で

実施する引取者のない遺体の葬儀執行

件数は、直近 5 年間で倍増するなど増

加傾向にあり（図参照）、区における

事務負担の軽減も十分考慮の上、区が

遅滞なく円滑に事務処理を行えるよ

う、手引きの見直しなど事務プロセス

の再検討を行われたい。（図 略） 

（スポーツ市民局区政課） 

 

 

本件は、葬儀執行件数の増加に加

え、組織的に事務の進捗状況を管理す

る仕組みが欠如していたことや事務手

続の期限が手引きにおいて不明確だっ

たことが原因と思われます。 

 今回の指摘を受け、令和 4 年 2 月に

全区の実態を把握するための事務執行

状況調査を行いました。また、令和 4 

年 4 月から 5 月にかけて庁内ワーキン

グを開催し、全区の意見を聴取したう

えで、令和 4 年 7 月に「身元明確なる

も引取者のない遺体事務処理の手引

き」の改正を行い、通報日や各事務処

理を行った日付を記入する欄を設ける

など、新たな進捗管理表を導入するこ

とで組織的な進捗管理を実施するとと

もに、原則、通報から 1 か月以内に配

偶者等への意向確認を実施したうえで

火葬を実施するという期限の目安を設

けました。 

 また令和 4 年 8 月に全区の担当者を

対象とした「身元明確なるも引取者の

ない遺体事務研修」を開催し、手引き

の改正点等について周知を行ったとこ

ろです。 

今後も区において遅滞なく円滑に事

務処理が行われるよう、必要に応じた

手引きの改訂や定期的な研修の開催に

ついて対応してまいります。 

     （スポーツ市民局区政課） 

 

 

2(1) 

 

領収書の管理について（収入事務） 

名古屋市会計規則等によると、現金

出納員は、年度終了時点で使用途中と

なった領収書冊（ 1 冊に 1 00組の領収

書が綴られたもの）の残分について

は、翌年度以降は使用せず、領収書に

 

本件は令和 2 年度終了時点で使用途

中となった領収書冊について、廃棄の

旨等の表示を失念していたこと及び令

和 3 年度に使用する領収書冊と同じ場

所で保管していたことが原因です。 

今回の指摘を受け、年度終了時点で 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

斜線を引くか廃棄の旨を表示すること

とされている。 

領収書の管理状況を調査したとこ

ろ、令和 2 年度終了時点で使用途中と

なった領収書冊の未使用領収書につい

て、廃棄の旨等が表示されておらず、

令和 3 年度に使用する領収書冊と同じ

場所で保管されていたため、令和 3 年

 7 月に現金を領収した際に誤って使用

されていた。 

名古屋市会計規則等に基づき、領収

書の管理を適正に行われたい。 

（瑞穂区総務課） 

 

使用途中となった領収書冊の未使用領

収書についてはただちに廃棄の旨等の

表示を行い、過年度に使用した領収書

冊と現年度に使用する領収書冊の保管

場所を別の鍵付きキャビネットに分け

るとともに、担当者並びに課内職員へ

正しい処理方法について年度当初に課

内会議で周知徹底を行っております。 

今後も適正な処理方法の周知を徹底

し、再発防止に努めてまいります。 

（瑞穂区総務課） 

 

2(2) 

 

つり銭が不足した場合の両替事務につ

いて（収入事務） 

区市民課及び支所区民生活課におけ

る住民票交付手数料等の現金収納に関

する事務については、スポーツ市民局

が市民課現金収納事務取扱準則（以下

「収納事務取扱準則」という。）を定

めており、この収納事務取扱準則に基

づき、各区市民課及び支所区民生活課

においては、事務取扱要領を定めてい

る。 

収納事務取扱準則によると、現金収

納に関する事務について、つり銭が不

足したため両替を行う場合は、レジス

ターから現金を持ち出す際及び両替後

の現金を戻す際に、両替を行う職員及

びその他の職員の複数で確認し、つり

銭両替金額確認表に両替日時や担当者

名、金額などを記入することとされて

いる。 

つり銭の両替事務を調査したとこ

ろ、以下のような事例が見受けられ

た。 

ア 昭和区市民課が定めた事務取扱要

領には、両替を行う際に、つり銭両

替金額確認表に記入するとの定めが

されていたが、平成19年 3 月施行当

初から、つり銭両替金額確認表が作

成されていなかった。 

（昭和区市民課） 

イ つり銭両替金額確認表に記入はさ

 

ア 本件は、つり銭の両替を行う際

に、複数の職員による確認は行って

いたものの、「つり銭両替金額確認

表」を作成することの認識が不足し

ていたことが原因です。 

今回の指摘を受けて、指摘のあっ

た令和 3 年10月 8 日に「つり銭両替

金額確認表」を備え、文書回覧で課

内に周知するとともに、翌開庁日の

令和 3 年10月11日の朝礼で再周知し

た上で、両替を行う際には記入の

上、金額を確認する取扱いに改めま

した。 

今後も定めを順守した運用を行っ

てまいります。 （昭和区市民課） 

 

イ 本件は、事務取扱要領を定める際

に収納事務取扱準則が正しく参照さ

れておらず、複数人での確認やつり

銭両替金額確認表への記入の定めが

整備されていなかったことが原因で

す。 

今回の指摘を受け、収納事務取扱

準則に基づき、事務取扱要領の該当

箇所を令和 3年12月 7日に改正する

とともに、複数人での確認及びつり

銭両替金額確認表への記入を徹底す

るよう、同日、改正した事務取扱要

領を課内で文書で供覧し周知を行い

ました。 （南陽支所区民生活課） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

れていたものの、南陽支所区民生活

課が定めた事務取扱要領には、複数

人での確認やつり銭両替金額確認表

への記入の定めがされておらず、実

際に、レジスターから現金を持ち出

す際又は両替後の現金を戻す際にお

いて、複数人で確認がされていない

事例が散見された。 

（南陽支所区民生活課） 

収納事務取扱準則及び事務取扱要領

に基づき、つり銭の両替事務を適正に

行われたい。また、南陽支所区民生活

課においては、適正な内容となるよう

事務取扱要領を改正されたい。 

 

 

 

2(3) 

 

前渡金出納簿への登載及び前渡金の精

算について（支出事務） 

名古屋市会計規則によると、前渡金

受領者は、前渡金の出納があったとき

は、領収証書その他の関係帳票と照合

のうえ前渡金出納簿に登載し、現在金

との符合を確認することとされてお

り、その登載については財務会計総合

システム（以下「システム」とい

う。）に入力する方法により行うこと

とされている。 

また、前渡金受領者は、用務終了後

10日以内に精算書を作成し、事業主管

課の長に提出することとされている。 

 前渡金出納簿への登載及び前渡金の

精算の状況を調査したところ、以下の

ような事例が見受けられた。 

ア 前渡金出納簿への登載について、

日々行わず、後日まとめて行ってい

たものがあった。 

（瑞穂区民生子ども課、 

港区地域力推進室） 

イ 郵便局からの請求が一括で届く後

納郵便料金等の支払いについて、請

求金額を高齢者福祉・介護保険・障

害者福祉の 3 つの業務に分けて、そ

れぞれ前渡金出納簿への登載及び前

渡金の精算を行っているが、障害者

福祉の業務のみ、令和 3 年 4 月以降

前渡金出納簿への登載及び前渡金の

 

ア 本件は、支払いの都度前渡金出納

簿へ登載することについての認識が

不足していたことが原因です。 

  今回の指摘を受け、前渡金出納簿

への登載は前渡金が発生する都度行

うこと、登載後は速やかに上司の決

裁を受けることを令和 3 年 9 月28日

の係会で周知しました。 

今後も名古屋市会計規則に基づき

適正に前渡金出納簿へ登載してまい

ります。 （瑞穂区民生子ども課） 

 

本件は、令和 3 年度から交通指導

員の健康診断にかかる交通費の支払

事務の取扱いが変更したことに伴

い、前渡金の事務取扱いを正しく理

解していない状態で事務処理を行っ

てしまったことが原因です。 

今回の指摘を受け、課内の全職員

に監査結果公表直後の朝礼にて、前

渡金出納簿への登載を出納の都度行

うよう、周知徹底しました。 

今後も前渡金の事務取扱いについ

ては、朝礼等の機会で継続的に注意

喚起を図り、正しい事務処理を行う

よう努めてまいります。 

     （港区地域力推進室） 

 

イ 本件は、係内での引継ぎが不十分

であったため、正しい事務処理につ
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

精算の処理が行われていなかった。 

      （港区福祉課） 

名古屋市会計規則に基づき、前渡金

出納簿への登載及び前渡金の精算を適

正に行われたい。 

 

いての理解が不足していたことが原

因です。 

今回の指摘を受け、マニュアルの

整備と共有を係内で徹底するととも

に、係長級職員が財務会計総合シス

テムで精算未済の支出命令情報を適

宜確認することにより、精算処理が

適正になされていることの確認をす

ることといたしました。 

今後も適正な事務の執行に努めて

まいります。   （港区福祉課） 

 

 

2(4) 

 

金券類等の管理について（財産管理事

務） 

名古屋市会計規則等によると、切

手、印紙、乗車券その他これらに類す

る物品の出納は、金券類等出納簿によ

り管理することとされており、物品出

納員は、物品管理者からの通知を基

に、現物を関係書類と照合し、確認の

うえ受払いを行い、その都度金券類等

出納簿に登載することとされている。 

また、その登載はシステムに入力す

る方法により行うこととされている

が、金券類等の払出しの都度システム

に入力することが困難なとき等には、

金券類等事務取扱要項により、補助簿

を用いることができ、その場合、 1 日

ごとに払出数を取りまとめ、システム

に入力することとされている。 

金券類等の管理状況を調査したとこ

ろ、以下のような事例が見受けられ

た。 

ア 現金書留用封筒56枚が金券類等出

納簿に登載されていなかった。 

（瑞穂区民生子ども課） 

イ 住居のない者等の移送用に使用す

る地下鉄乗車券の出納にあたって、

補助簿を用いて管理していたが、シ

ステムに入力する担当（民生子ども

係）と現物及び補助簿を保管してい

る担当（保護係）が分かれているこ

とが一因となって、金券類等出納簿

への登載が、令和 3 年 6 月 7 日を最

後に行われていなかった。 

 

ア 本件は、現金書留用封筒が金券類

であるとの認識がなかったため、金

券類等出納簿へ登載していなかった

ことが原因です。 

  今回の指摘を受け、金券類等出納

簿への登載を行い、令和 3 年10月28

日の係会議で周知を行いました。 

今後も名古屋市会計規則等に基づ

き金券類等の管理を適正に行ってま

いります。（瑞穂区民生子ども課） 

 

イ 本件は、現物及び補助簿が保護係

で保管されているため、民生子ども

係のシステム入力担当者が使用状況

を把握しにくい状況であったことが

原因です。 

  今回の指摘を受け、補助簿の決裁

欄に民生子ども係の担当欄を追加す

るともに、保護係での払出し後は、

民生子ども係の担当者に声をかけ連

携を図るようにしました。 

今後も、乗車券の管理にあたって

は、金券類等出納簿への登載を確実

に行い、課内の連携を図ってまいり

ます。   （港区民生子ども課） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

         （港区民生子ども課） 

名古屋市会計規則等に基づき、金券

類等の管理を適正に行われたい。な

お、港区民生子ども課においては、課

内の連携を図られたい。 

 

 

2(5) 

 

身元明確なるも引取者のない遺体に係

る遺留金の管理について（行政運営事

務） 

墓地埋葬法によると、引取者のない

遺体が発生したときは、死亡地の市町

村長が埋葬又は火葬を行うこととさ

れ、引取者のない遺体に係る遺留金品

については市町村が保管することとさ

れている。 

 区総務課では、引取者のない遺体が

発生したときに、遺留金の保管を行う

場合には、手引きに基づき、歳入歳出

外現金として受け入れることとされて

いる。 

引取者のない遺体に係る事務処理の

状況を確認したところ、令和 2年度か

ら令和 3 年度に発生した引取者のない

遺体の遺留金について、歳入歳出外現

金として受け入れることなく、一定期

間、現金で保管されていたものが散見

され、この中には、最長で 4 か月以上

現金で保管されていたものもあった。 

手引きに基づき、遺留金を歳入歳出

外現金として受け入れ、適正に管理さ

れたい。     （瑞穂区総務課） 

 

 

本件は親族が遺体引取りに同意する

可能性があり、すぐ親族へ遺留金を引

き渡せるように現金で保管していまし

たが、親族の意思確認に時間を要した

上、結果的に、親族が遺体引取りを拒

否されたため、受入処理が遅れたもの

です。 

今回の指摘を受け、警察及び病院か

ら引き継いだ遺留金については、親族

の意向に関係なく速やかに受入処理

し、上司の確認を受けるよう年度当初

に課内会議で課内職員へ周知徹底を行

いました。 

今後も適正な処理方法の周知を徹底

し、再発防止に努めてまいります。 

         （瑞穂区総務課） 

 

 

2(6) 

 

生活保護に係る遺留金品の管理につい

て（行政運営事務） 

区民生子ども課及び支所区民福祉課

では、生活保護法（昭和25年法律第 

 144  号）に定める遺留金品を保管する

こととなったときは、生活保護法第76

条による遺留金品取扱規程に基づき、

当該遺留金品の種類や数量などを遺留

金品整理簿に登載し、その後の処理経

過を記入することとされ、当該整理簿

は、生活保護受給者ごとに作成するこ

ととされている。 

 

本件は、遺留金品整理簿を作成する

趣旨を正しく理解していなかったこと

が原因です。 

今回の指摘を受け、遺留金品の処理

完了後一括して記録を作成するのでは

なく、遺留金品に動きがある都度、記

録を残すことを、朝礼と令和 3 年12月

22日の係会議で周知徹底いたしまし

た。 

また、遺留金品が発生し、新たに課

内で管理することとなった場合、査察

指導員（係長級職員）は遺留金品整理
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

遺留金品の管理状況を調査したとこ

ろ、遺留金品整理簿について、遺留金

品の保管を行うこととなった際に作成

せず、一連の処理が完結した後に作成

していた。 

生活保護法第76条による遺留金品取

扱規程に基づき、遺留金品の管理を厳

正に行われたい。 

（瑞穂区民生子ども課） 

 

簿が作成されているかを担当者に確認

しています。 

作成された遺留金品整理簿について

は、査察指導員が処理を完了するまで

共通のファイルで保管することとし、

未処理のまま終わらないようにしまし

た。 

さらに、対象者ごとに遺留金発生

日、処理完了日等がわかるように、表

計算ソフトを用いて一覧表を作成した

ことで、進捗状況を把握しやすくしま

した。 

今後も、これらを活用し、適正に遺

留金品の記録がなされるよう取り組ん

でまいります。 

（瑞穂区民生子ども課） 

 

 

2(7) 

 

生活保護受給者等に係る預り金の管理

について（行政運営事務） 

区民生子ども課及び支所区民福祉課

では、社会福祉事務所長（区長）が必

要と認めた場合、生活保護費の返還に

充てるものとして、納入通知書の交付

手続が完了するまでの間、生活保護受

給者から一時的に現金を預かる場合が

ある。 

この預り金の取扱いについては、各

区で定める生活保護費等預り金管理規

程によると、 3 日以内に事務手続を完

了する見込みがある場合を除き、統括

管理者（民生子ども課長又は区民福祉

課長）名義の預金口座に一旦預け入

れ、原則、保管してから概ね 1 週間以

内に事務手続を完了することとされて

いる。 

この預り金の管理状況を調査したと

ころ、令和 3 年 8 月23日の実査日時点

において、生活保護受給者から令和 3 

年 4 月及び 6 月にそれぞれ一時的に預

かった預かり金87,843円及び 3 25,313

円について、統括管理者名義の預金口

座に預け入れていたものの、特段の理

由がないにもかかわらず、本市への返

還手続がされていなかった。 

生活保護費等預り金管理規程に基づ

 

本件は、預り金の速やかな事務処理

を怠っていたことが原因です。 

 今回の指摘を受け、過払い分の返還

金として対象者から預かっていた現金

について、返還に関する決定を行い、

それぞれ納付書にて令和 3 年10月15

日、12月15日に本来返還すべき科目に

入金しました。 

この件を受けて、過払金の返還に充

てるものとして現金を預かる行為は、

あくまでも例外的な事項であることを

朝礼と令和 3 年12月22日の係会議で周

知しました。 

どうしても預かる必要がある場合

は、対象者から意図を聞き取り、その

旨を詳細に記録を残した上で、預かる

ことを徹底しました。 

また、査察指導員（係長級職員）

は、対象者ごとの預り金発生日、処理

完了日等をまとめた一覧表を表計算ソ

フトにより作成し、遺留金と合わせて

進捗状況を把握しやすくできるように

しました。 

今後も、民生子ども係経理担当とも

連携して定期的な確認を行い、入金処

理が進んでいないものを確認した際に

は、速やかな事務処理を徹底してまい

ります。  （瑞穂区民生子ども課） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

き、預り金の管理を厳正に行われた

い。    （瑞穂区民生子ども課） 

 

 

 

2(8) 

 

重度障害者福祉タクシー利用券等の管

理について（行政運営事務） 

区福祉課及び支所区民福祉課では、

重度障害者に対して、交付申請に基づ

き、重度障害者福祉タクシー利用券又

は重度身体障害者リフト付タクシー利

用券（以下「タクシー利用券」とい

う。）を交付している。 

タクシー利用券を交付する場合に

は、名古屋市重度障害者タクシー料金

助成事業実施要綱（以下「タクシー利

用券要綱」という。）に基づき、タク

シー利用券の受入れ及び払出し状況を

重度障害者福祉タクシー利用券受払簿

（以下「タクシー利用券受払簿」とい

う。）に記録することとされている。 

タクシー利用券の管理状況を調査し

たところ、令和 3 年 4 月以降、タクシ

ー利用券受払簿の記載内容と現物の照

合確認が行われておらず、タクシー利

用券受払簿と現物の現在高との間に差

異が生じているものがあった。 

タクシー利用券要綱に基づき、タク

シー利用券の管理を適正に行われた

い。 （瑞穂区福祉課、港区福祉課） 

 

 

本件は、タクシー利用券の適正な管

理についての認識不足により、タクシ

ー利用券受払簿の記載内容と現物の照

合確認を行っていなかったことが原因

です。 

また、タクシー利用券受払簿と現物

の現在高の差異は、タクシー利用券受

払簿の記載誤りによるものですが、現

物との照合確認が行われていれば、早

期に発見することができたと考えられ

ます。 

 今回の指摘を受け、タクシー利用券

の受払簿と現物の照合確認を毎月行う

ことに改めました。（瑞穂区福祉課） 

 

本件は、港区福祉課が独自に運用し

ていた補助簿からタクシー利用券受払

簿への転記に誤りがあったこと、及び

現物との照合を補助簿で実施していた

ことが、タクシー利用券受払簿と現物

の現在高との間に差異が生じた原因で

す。 

今回の指摘を受け、補助簿を廃止

し、タクシー利用券受払簿に交付番号

等の記入欄を加えることで、要綱に基

づいてタクシー利用券受払簿でタクシ

ー利用券を管理する方法に変更し、こ

れにより現物との照合を行うこととし

ました。 

今後も適正な事務の執行に努めてま

いります。     （港区福祉課） 
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令和 4年監査報告第 1号関係分（令和 4年 2月17日報告） 

 

観光文化交流局（公益財団法人名古屋フィルハーモニー交響楽団（出資団体）関

係分） 

（令和 4年 8月31日現在の状況） 

番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

 

１ 

 

随意契約について（契約事務） 

公益財団法人名古屋フィルハーモニ

ー交響楽団契約規程（以下「契約規

程」という。）において、契約は、 

指名競争入札又は随意契約の方法によ

り締結するものとされており、随意契

約することのできる場合が定められて

いる。 

契約事務について確認したところ、 

「令和 2 年度主催演奏会運営協力業務

委託」（単価契約）について随意契約

されていたが、当該契約の決裁書に

は、予定価格及び契約総額の記載がな

く、随意契約とする根拠も明確となっ

ていなかった。 

また、当該契約は、単価契約であり

各演奏会の支払額が少額であることか

ら契約規程に規定される少額の随意契

約の認識であったとの説明であった

が、見積書に記載される単価及び仕様

書の予定数量から算出される契約総額

（概算）は、 1 00万円を超えていた。 

随意契約については、平成30年 6 月

19日に公表した名フィルの出資団体監

査においても、 1 00万円を超えた額の

委託契約について、契約の種類を財産

の買い入れと誤り、少額の随意契約で

締結していたとして指摘がなされてい

るところである。 

名フィルにおいては、契約を締結す

る際には、予定価格や契約総額を確認

したうえで、契約方法の根拠を明確に

するとともに、契約規程に基づき、適

正に契約事務を行われたい。 

 

 

本件は、契約規程の理解度不足及び

チェック体制の不備が主な原因です。 

団体において、原則、決裁書へ予定

価格、契約総額及び契約方法の根拠を

明記することを周知徹底したことを確

認しました。 

また、あわせて、決裁の都度、団体

の管理部門である総務部においてチェ

ック及び指導を行うことにより、適正

な契約方法が決定されるようにしてい

ることを確認しました。 

（文化芸術推進課） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

 

２ 

 

情報保護規程における自己点検につい

て（その他事務） 

公益財団法人名古屋フィルハーモニ

ー交響楽団情報保護規程（以下「情報

保護規程」という。）によれば、組織

における情報の保護及び管理の状況を

自ら点検し、その結果により必要な改

善措置を講じるものとされている。 

情報の保護及び管理に係る自己点検

について確認したところ、総務部が各

職員から個人情報を含む印刷物の管理

やパソコンの管理などの項目について

まとめた「情報保護チェック票」 

（以下「チェック票」という。）を月

に 1 回回収し、回収状況の一覧表によ

り回収管理を実施しているとのことで

あった。 

しかしながら、回収状況の一覧表を

確認した結果、チェック票が長期にわ

たり回収されていない職員が散見さ

れ、未回収者について自己点検を実施

したか確認することができなかった。 

情報保護規程による自己点検につい

ては、平成30年 6 月19日に結果を公表

した名フィルの出資団体監査におい

て、チェック票の回収がされておら

ず、自己点検の実施状況を把握してい

ないとの指摘がなされているところで

ある。 

名フィルにおいては、情報保護規程

による自己点検の実施状況を法人とし

て把握できるよう、総務部において各

職員からチェック票を回収し、自己点

検を実施しているか確認されたい。 

 

 

本件は、回収状況の管理が不十分で

あったことが原因です。 

団体において、回収状況の一覧表及

び注意事項を記載した供覧シートを作

成して各部の部長に供覧し、各部で状

況確認を行うとともに、提出されてい

ない場合は各部長からそれぞれ指導を

行うことにより、確実に提出させてい

ることを確認しました。 

（文化芸術推進課） 
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令和 4年監査報告第 2号関係分（令和 4年 5月18日報告） 

 

教育委員会（生涯学習部、鶴舞中央図書館、博物館、美術館、科学館関連事務に

限る。生涯学習部等関連事務を担当する区役所及び財政局の課室を含む。） 

（令和 4年 8月31日現在の状況）   

番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

 

(1) 

 

行政財産の貸付料収入について（収入

事務） 

美術館及び科学館では、地方自治法

等の規定に基づき、館内の一部を事業

者に貸し付ける契約を締結し、事業者

から貸付料収入を得ている。  

この貸付料収入に関する事務を確認

したところ、事業者に発付された納入

通知書の支払期限が、契約書に定めら

れた支払期限を超えて設定されている

事例が見受けられた。  

美術館及び科学館においては、未収

金の発生を防止する観点から、契約書

に従った支払期限を設定した納入通知

書を発付されたい。 

（美術館、科学館） 

 

 

本件は、借受人から提出される販売

実績報告書を精査した後に納入通知書

を発行しているもので、販売実績報告

書の提出の遅延等により時間を要した

こと、また、確認が不足し進捗管理が

できていなかったことが原因です。 

今回の指摘を受け、借受人へ期限内

での提出をするように指導し、契約書

に従った支払期限を設定した納入通知

書を発付することで再発防止を図りま

した。         （美術館） 

 

本件は、納入通知書の発付を失念し

たことが原因です。 

今回の指摘を受け、副担当者を配置

し、毎月上旬に 2名で納入通知書の発

付が行われたかを確認し、今後の再発

防止を図りました。   （科学館） 

 

 

(2) 

 

契約事務に係る手続について（契約事

務） 

地方自治法によれば、契約の適正な

履行を確保するため又はその受ける給

付の完了の確認をするため、必要な監

督又は検査をしなければならないとさ

れている。  

検査については、名古屋市契約規則

において、契約金額が 100万円以上で

あるときは、検査終了後直ちに検査調

書を作成しなければならないとされて

いる。  

科学館において、工事請負契約や業

務委託契約の事務手続について確認し

たところ、契約書や仕様書で提出を定

めている業務報告書等の書類を契約の

相手方から徴取していない事例が多数

見受けられた。  

 

本件は、業務の繁忙等により一部資

料の提出の催促及び検査調書の作成を

失念したことが原因です。 

今回の指摘を受け、業務の漏れがな

くなるよう、進捗管理チェックリスト

を作成し、所属内で進捗状況を共有化

することで今後の再発防止を図りまし

た。 

また、職員一人ひとりの意識や習熟

度の向上のため、教育委員会総務課主

催の研修（令和 4年 5月16日実施）に

参加し、その研修内容を所属内で共有

しました。       （科学館） 

 

57



番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

また、契約金額が 100万円以上の契

約について、検査調書を作成していな

い事例も見受けられた。  

今回見受けられた事例の多くは、業

務報告書等の書類が未提出であるにも

かかわらず、検査結果を合格としてい

た。  

こうした状況は、契約の履行が適正

に確保されているか確認できず、十分

な監督又は検査が行われているとは言

い難い。  

科学館においては、名古屋市契約規

則に基づく適正な契約事務となるよ

う、 職員一人ひとりの財務会計事務

に対する意識や習熟度の向上に取り組

まれたい。       （科学館） 

 

 

(3) 

 

行政財産の目的外使用許可等について

（財産管理事務） 

 地方自治法によれば、行政財産はそ

の用途又は目的を妨げない限度におい

てその使用を許可又は貸し付け等がで

きるとされており、本市では名古屋市

財産条例等により必要な手続や使用料

を定めている。  

行政財産の管理状況について調査し

たところ、以下のような事例が見受け

られた。  

ア 行政財産の目的外使用を許可して

いる飲食店について、使用許可を

得ていない休憩室や食品庫等が使

用されていたもの 

（鶴舞中央図書館） 

イ 定期建物賃貸借契約を締結してい

る飲食店について、契約書に定め

る貸付 場所以外の場所に看板等

が設置されていたもの（美術館） 

鶴舞中央図書館及び美術館において

は、名古屋市財産条例等に従い、行政

財産を適正に管理されたい。  

なお、鶴舞中央図書館及び美術館に

おいては、各飲食店に対し使用許可書

又は契約書に沿った使用状況となるよ

う指導が行われ、必要な措置が講じら

れた。 

 

（監査期間中に措置済） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

 

(4) 

 

外部記録媒体の利用管理について（行

政運営事務） 

本市では、電子情報の漏えいを防止

するため、ＵＳＢメモリを始めとする

外部記録媒体の利用を原則として禁止

しており、外部記録媒体を使用しなけ

れば業務遂行が不可能であるなどの相

当の理由がある場合には例外的に使用

が認められるものの、各局区室で利用

基準を定めた上で、その基準に従い適

切に取り扱わなければならないとされ

ている。  

教育委員会事務局における外部記録

媒体利用基準（以下「利用基準」とい

う。）では、導入時の許可申請、管理

簿による外部記録媒体の種類、数等の

把握や利用簿による利用者、利用目的

等の確認、棚卸し実施状況の記録な

ど、各所属において外部記録媒体を適

切に管理・利用するための手続を定め

ている。  

利用基準に基づく外部記録媒体の管

理状況について調査したところ、以下

のような事例が見受けられた。 

ア 導入の申請に不備があるもの  

(ｱ) 外部記録媒体であるという認識

がないままＩＣレコーダーの導

入を行い、利用基準に基づく許

可申請や利用管理を全く行って

いなかったもの 

（鶴舞中央図書館） 

(ｲ) 所属長に対するＵＳＢメモリや

デジタルカメラの許可申請が行

われていなかったもの 

（北図書館） 

イ 管理簿の作成に不備があるもの  

(ｱ) ＵＳＢメモリの保管場所の変更

について管理簿に記載されてい

なかったもの 

（鶴舞中央図書館） 

(ｲ) 譲渡したＵＳＢメモリについ

て、管理簿への記載等必要な手

続を行っていなかったもの 

（瑞穂図書館） 

ウ 利用簿の作成に不備があるもの  

 

本件は外部記録媒体の適正な利用管

理について、職員の認識が不足してい

たことが原因です。 

 今回の指摘を受け、外部記録媒体の

利用管理に関する業務を再確認し、適

正な利用管理に改めるとともに、朝礼

及び職員情報システムの所属掲示板等

を通じて、改めて所属職員に対し周知

し、今後の再発防止を図りました。 

（生涯学習課、部活動振興室、 

       文化財保護室、 

鶴舞中央図書館、北図書館、 

   瑞穂図書館、美術館） 

 

外部記録媒体の適正な管理の徹底の

ため、総務局法制課が作成した「情報

保護啓発ちらし」を令和 4年 8月 8日

付で各所属に配布しました。 

今後も、各所属での日常的な注意喚

起を促すための取組を実施してまいり

ます。         （総務課） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

(ｱ) デジタルカメラを利用簿に記載

せず、利用していたもの 

（北図書館） 

(ｲ) 棚卸しの記載を全くしていない

もの  

（部活動振興室、鶴舞中央図書館、 

北図書館、瑞穂図書館、美術館）  

(ｳ) 利用実績のない月に棚卸しの記

載がないもの 

（生涯学習課、文化財保護室） 

(ｴ) 利用簿について一部鉛筆書きで

記載されているもの 

（文化財保護室） 

エ デジタルカメラの利用後にデータ 

の消去を行っていないもの 

（北図書館） 

今回の監査において、導入時の許可

申請や管理簿及び利用簿作成の不備な

ど、外部記録媒体の基本的な管理が行

われていない事例が見受けられた。各

所属においては、令和 2年度から本格

実施した内部統制制度を有効に活用し

、利用基準に従い外部記録媒体を適正

に管理されたい。  

また、令和 3年 5月18日に公表した

小学校等に対する監査結果において、

小学校における外部記録媒体の不適切

な利用管理が散見され、総務課に対し

外部記録媒体の適正な管理の徹底を求

めたところであるが、今回の監査にお

いても、生涯学習部等で同様の事例が

散見された。利用基準を所管する総務

課においては、教育委員会全体に対す

る外部記録媒体の利用管理の指導・徹

底がなお不十分であると考えられるの

で改めて指導を徹底されたい。 

（総務課） 

 

 

(5) 

 

図書館オンラインシステムの運用につ

いて（行政運営事務） 

 名古屋市情報あんしん条例施行規程

によれば、情報システムの保守及び運

用にあたっては、情報システムの利用

者及びその権限を適切に決定するとと

もに、その登録、変更及び抹消を適切

 

（監査期間中に措置済） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

に行わなければならないとされてい

る。  

本市の図書館で稼働する図書館オン

ラインシステムは本市職員だけでな

く、図書の貸出などの窓口業務を行う

委託業者も利用しており、職員ごとに

ＩＤ及びパスワードが付与されてい

る。分館である各図書館において、窓

口業務委託職員が退職した際は、勤務

先の図書館が、システム管理者である

鶴舞中央図書館に当該職員のＩＤ及び

パスワードを削除するよう依頼するこ

ととされている。 

千種図書館において、退職した窓口

業務委託職員に係るＩＤ及びパスワー

ドを確認したところ、鶴舞中央図書館

へ削除を依頼していない事例が見受け

られた。  

千種図書館においては、窓口業務委

託職員が退職した際は、鶴舞中央図書

館に遅滞なくＩＤ及びパスワードの削

除を依頼されたい。 （千種図書館） 

また、鶴舞中央図書館においては、

システム管理者として、職員のＩＤ及

びパスワードの適正な管理について各

分館に改めて注意喚起されたい。 

（鶴舞中央図書館） 

なお、千種図書館においては、退職

した職員のＩＤ及びパスワードの削除

を鶴舞中央図書館に依頼し、削除処理

が行われた。また、鶴舞中央図書館よ

り各分館に対して今回の事例を受けた

注意喚起がなされ、必要な措置が講じ

られた。 
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令和 4年監査報告第 2号関係分（令和 4年 5月18日報告） 

 

教育委員会（公の施設の指定管理者関係分） 

（令和 4年 8月31日現在の状況）   

番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

 

(1) 

 

指定管理者仕様書について（その他） 

教育委員会が所管する生涯学習セン

ターは指定管理者制度を導入してお

り、生涯学習センター指定管理者仕様

書（以下「仕様書」という。）におい

て、指定管理者に要求する管理運営業

務の基準や、各生涯学習センター固有

の業務について記載している。 

名古屋市守山生涯学習センターにお

いて、仕様書に基づく施設の管理運営

状況について調査したところ、地域団

体が生涯学習課との取決めにより防災

用備蓄品等を保管していたが、生涯学

習課がその旨を仕様書に記載していな

かったため、指定管理者は取決め事項

を把握していない状況であった。 

（教育委員会関係分） 

生涯学習課においては、指定管理者

によって適切に施設が管理運営される

よう、地域団体との取決め事項など各

生涯学習センター固有の業務について

確認し、仕様書に記載するなど指定管

理者に周知されたい。（生涯学習課） 

 

 

本件は、業務仕様書の記載内容の確

認が不十分であったことが原因です。 

今回の指摘を受け、守山生涯学習セ

ンターについては、当該事項について

指定管理者と協議を行い、現指定管理

期間における仕様書事項として追加し

ました。また、次期募集選定時には、

センター固有業務について指定管理者

に遺漏なく周知できるよう、仕様書を

見直す予定です。 

合わせて、令和 4年度に次期指定管

理者を募集する生涯学習センターにつ

いて、地域との取り決め事項で仕様書

に記載されていない事項がないかを確

認し、不足事項を追加しました。 

（生涯学習課） 

 

 

(2) 

ア 

 

生涯学習センター施設設備の管理につ

いて（その他） 

名古屋市生涯学習センター条例等に

よれば、指定管理者は生涯学習センタ

ーの維持管理及び修繕（原形を変ずる

修繕及び模様替を除く。）を行うこと

とされているが、改修費が 1件 250万

円を超える大規模改修となる場合等に

ついては、その経費を本市が直接執行

することとされている。  

生涯学習センターの維持管理の状況

について調査したところ、以下のよう

な事例が見受けられた。 

ア 建築設備等点検の結果を基にした

 

名古屋市守山生涯学習センター、名

古屋市天白生涯学習センターにおいて

は、不備を指摘された非常用照明、防

火設備の修繕を各指定管理者にて行

い、改善が図られました。 

名古屋市東生涯学習センター、名古

屋市緑生涯学習センターにおいては、

不備を指摘された一部の非常用照明、

排煙設備、換気設備の修繕を市及び各

指定管理者にて行いました。また、修

繕部品の手配に時間を要している箇所

についても、早期に修繕を実施できる

よう手続を進めました。 

動作不良又は点検における指摘があ
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

修繕が行われていなかったもの 

名古屋市東生涯学習センター、名古

屋市守山生涯学習センター、名古屋市

緑生涯学習センター及び名古屋市天白

生涯学習センターにおいて、建築設備

等定期点検結果報告書を確認したとこ

ろ、非常用照明装置の不点灯や防火扉

の動作不良など、地震や火災等の災害

による被害を軽減させる防災設備につ

いて、点検業者から不具合を指摘され

ていたにもかかわらず、修繕が行われ

ていない事例が見受けられた。 

また、過年度の報告書も併せて調査

したところ、一部の設備については、

毎年度、同様の不具合を指摘されてい

たが、その後においても修繕されず、

法令に適合しない状態が複数年度にわ

たって放置されていた。 

法令に適合しない防災設備を放置し

続けた場合、災害時に必要な防災機能 

が発揮されず、被害が拡大する恐れが

ある。 

（指定管理者分） 

各指定管理者においては、建築設備

等点検の結果、点検業者から指摘を受

けた事項のうち改修費が 1件 250万円

以下の場合は速やかに修繕されたい。

また、改修費が 1件 250万円を超える

など本市の直接執行とされている場合

については、速やかに対応がなされる

よう生涯学習課に報告されたい。 

（日本環境マネジメント株式会社【 

名古屋市東生涯学習センター】、 

ホーメックス株式会社【名古屋市 

守山生涯学習センター】、シンコ 

ーグループ【名古屋市緑生涯学習 

センター】、愛知スイミング・大 

成共同事業体【名古屋市天白生涯 

学習センター】） 

 

る場合は、指定管理者において速やか

に修繕し、本市の直接執行とされる場

合においても、速やかに報告するよう

指導しました。今後も継続して指定管

理者を指導してまいります。 

（生涯学習課） 

 

 

(2) 

イ 

 

イ 適切な初期対応が行われていなか

ったもの 

名古屋市天白生涯学習センターにお

いて、施設設備の管理状況を確認した

ところ、分電盤内に「絶縁不良要改

 

指定管理者においては、当該事故事

象について、翌月初めに提出する施設

点検報告書において報告をしていまし

たが、指摘を受け、利用者の安全に関

わる重大な事象が発生した場合は、ま
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

修」のシールを貼付されていた。シー

ルは、電気工作物点検の結果、点検業

者から感電火災等の恐れがあることか

ら直ちに使用を停止するよう指摘を受

け、貼付されたものであったが、実査

時点において当該回路の使用を継続し

ており、生涯学習課への報告も行われ

ていなかった。  

実査後に当該回路の使用は停止され

たが、使用を継続していれば利用者の

安全な利用が損なわれた可能性があ

る。 

（指定管理者分） 

愛知スイミング・大成共同事業体に

おいては、点検業者から利用者の安全

に関わる重大な指摘を受けた際は、速

やかに保全措置を取ったうえで生涯学

習課へ報告するなど、適切な初期対応

を行われたい。 

（愛知スイミング・大成共同事業体 

【名古屋市天白生涯学習センタ 

ー】） 

 

ずは速やかに生涯学習課に電話にて概

要を報告し、保全措置を図ったうえで

施設損傷等報告書等により生涯学習課

に報告するよう、改善が図られまし

た。        （生涯学習課） 

 

 

 

 (3) 

 

事業報告書の作成について（その他） 

名古屋市生涯学習センターの管理運

営にかかる基本協定書等（以下「協定

書等」という。）によれば、指定管理

者は、毎年度の終了後に、料金収入の

実績や管理運営経費等の収支状況等を

記載した事業報告書を提出することと

されている。 

事業報告書は、施設の管理運営経費

等を把握するための重要な書類であ

り、今後の指定管理者を選定する際の

指定管理料を算出するための根拠資料

としても不可欠であることから、正確

に作成される必要がある。 

生涯学習センターの事業報告書等に

ついて調査したところ、以下のような

事例が見受けられた。 

ア 収支決算書において、協定書等に

定める指定管理者としての基本業

務に要する経費と、自主事業に要

する経費が区分されていなかった

もの  

 

本件は、指定管理者の事業報告書作

成時及び当課の報告内容確認時におけ

る各種報告との照合が不十分であった

ことが原因です。 

指定管理者及び当課においては、指

摘を受け、令和 2年度の事業報告書の

内容確認を行い、誤りがあった箇所に

ついて修正を行いました。 

令和 3年度の事業報告書の作成に際

しては、各種根拠書類に基づき、正確

な報告を行うように指示したほか、自

主事業に関する経費について、収支報

告書に内訳項目を作成し、記載すべき

金額に遺漏が生じないように書式を改

めました。 

あわせて、提出された報告書につい

て、各種報告と突合して内容を確認

し、誤りがないことを確認しました。 

今後は、事業報告書が適正に作成さ

れるよう、確認及び指導をしてまいり

ます。       （生涯学習課） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

（日本環境マネジメント株式会 

社【名古屋市東生涯学習セン 

ター】、ホーメックス株式会 

社【名古屋市守山生涯学習セ 

ンター】、愛知スイミング・ 

大成共同事業体【名古屋市天 

白生涯学習センター】） 

イ 収支決算書の金額を誤って計上し

ていたもの  

   （愛知スイミング・大成共同事 

    業体【名古屋市天白生涯学習 

センター】） 

ウ 支出内訳等の修正漏れがあり、金

額が誤っていたもの 

（日本環境マネジメント株式会 

社【名古屋市東生涯学習セン 

ター】、シンコーグループ【 

名古屋市緑生涯学習センタ 

ー】） 

（指定管理者分） 

各指定管理者においては、令和 2年

度の事業報告書を修正するとともに、

今後の事業報告書の作成にあたって

は、協定書等に従い適正に作成された

い。 

（教育委員会関係分） 

生涯学習課においては、指定管理者

から提出された事業報告書の内容を確

認しているところであるが、複数の指

定管理者において誤りが見受けられた

ことから、事業報告書の審査をより厳

密に行うとともに、指定管理者に対し

正確な事業報告書の作成について指導

されたい。          （生涯学習課） 

 

 

 

 (4) 

 

生涯学習センター指定管理業務に係る

モニタリングについて（その他） 

生涯学習課では、職員が各生涯学習

センターに直接赴き、指定管理者によ

るサービス提供について確認を行うモ

ニタリングを実施している。モニタリ

ングの際は、施設の維持管理業務や会

計処理等について定められたチェック

項目に基づき、管理状況を点検及び評

価し、その結果を定期モニタリング記

 

本件は、施設の不具合等の対応状況

を把握する手続が明確になっていなか

ったことが原因です。 

当課においては、指摘を受け、定期

モニタリングの点検結果記録につい

て、指摘箇所の修繕が対応中か未対応

かわかるようにし、修繕等の対応が完

了していない場合は、その具体的な内

容を文章で記述するように改めまし

た。 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

録表に記録することとされている。  

モニタリングのチェック項目によれ

ば、建築設備等点検報告書を確認し、

指摘箇所があった場合は、速やかに対

応されているか確認することとされて

いるが、指定管理者に対する指摘で述

べたとおり、防災設備が法令に適合し

ていない状況が複数年度にわたって放

置されていた事例が見受けられた。  

また、定期モニタリング記録表を確

認したところ、施設管理に関するモニ

タリング結果欄には「良好」と記載さ

れていた。 

生涯学習課によれば、定期モニタリ

ング記録表には、指定管理者による修

繕が必ずしも完了していなくても、生

涯学習課に報告又は相談していること

をもって、結果欄に「良好」と記載す

るとのことであったが、指定管理者に

よる修繕が完了した場合と区別し難い

状況であった。 

（教育委員会関係分）  

生涯学習課においては、モニタリン

グを通じて指定管理者の管理状況を適

正に点検及び評価し、点検業者から指

摘されている設備の不具合が是正され

ていない場合には、指定管理者に速や

かに対応するよう指示されたい。  

また、設備の修繕状況が明らかとな

るよう定期モニタリング記録表に記載

されたい。          （生涯学習課） 

 

また、指定管理者に対し、設備の不

具合が生じた場合や点検において不備

が指摘された場合は、その状況につい

て月次報告書に記載するとともに、対

応状況を報告書に記載させるようにし

ました。それに基づき、不具合への対

応がなされていない場合は、当課から

指定管理者に対して対応を指示できる

ようにしました。  （生涯学習課） 
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令和 4年監査報告第 2号関係分（令和 4年 5月18日報告） 

 

環境局（環境局関連事務を担当する区役所及び財政局の課室を含む。） 

（令和 4年 8月31日現在の状況） 

番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

 

（1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公用車の自動車検査証の記載事項の変

更について（財産管理事務） 

道路運送車両法（昭和26年法律第 

185号）によると、自動車は有効な自

動車検査証の交付を受けているもので

なければ、運行の用に供してはならな

いとされている。この自動車検査証の

記載事項の一つに、使用の本拠の位置

が定められており、自動車を運行の用

に供する場合において拠点として使用

し、かつ、点検、整備等自動車の使用

を管理する場所とされている。 

また、自動車の使用者は、自動車検

査証の記載事項について変更があった

場合、その事由があった日から15日以

内に、当該事項の変更について、国土

交通大臣が行う自動車検査証の記入を

受けなければならないとされている。 

作業課では、環境事業所等に配置さ

れている車両 279台について、自動車

検査証の記載事項における変更等の手

続を行っている。当該公用車の管理状

況を確認したところ、自動車検査証に

記載されている使用の本拠の位置と実

際の管理場所が異なっている車両が29

台見受けられた。 

平成29年 9月11日に公表した環境局

に対する監査結果においても同様の事

例を指摘したところであり、その後作

業課において、手続漏れを無くすため

にマニュアルを作成するなど改善を図

るよう努めたところではあるが、業務

繁忙等を理由に適正な手続が実施され

ていなかった。 

作業課においては、単なる手続の遅

れというだけでなく、法令に違反する

事例であると重く受け止め、道路運送

車両法に基づき自動車検査証の記載事

項の変更手続を適正に行われたい。 

（作業課） 

 
（監査期間中に措置済） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

 

 

なお、作業課においては、自動車検

査証の記載事項の変更手続が完了し、

必要な措置が講じられた。 

 

 

 

（2） 

 

 

外部記録媒体の管理について（行政運

営事務） 

本市では、電子情報の漏えいを防止

するため、ＵＳＢメモリを始めとする

外部記録媒体の利用を原則として禁止

しており、外部記録媒体を使用しなけ

れば業務遂行が不可能であるなどの相

当の理由がある場合には例外的に使用

が認められるものの、各局区室で利用

基準を定めた上で、その基準に従い適

切に取り扱わなければならないとされ

ている。 

環境局における外部記録媒体利用基 

準（以下「利用基準」という。）では、

管理簿による外部記録媒体の種類、数

等の把握や利用簿による利用者、利用

目的等の確認、棚卸し実施状況の記録

など、各所属において外部記録媒体を

適切に管理・利用するための手続を定

めている。 

利用基準に基づく外部記録媒体の管

理状況について調査したところ、以下

のような事例が見受けられた。 

ア 管理簿への記載に漏れがあったも 

  の      （南環境事業所） 

イ 廃棄された外部記録媒体について、

管理簿への廃棄の旨の記載に漏れ

があったもの  （緑環境事業所） 

ウ 利用簿への利用の都度の記載に漏

れがあったもの 

（作業課、南環境事業所） 

エ 月に 1回の棚卸しを適切に行って

いなかったもの 

（地域環境対策課、 

南環境事業所） 

今回の監査において、管理簿や利用

簿への記載漏れなど、外部記録媒体の

基本的な管理が行われていない事例が

見受けられた。各所属においては、利

用基準に従い外部記録媒体を適正に管

理されたい。 

 

（監査期間中に措置済） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

なお、各所属においては、適正な管

理方法に改められ、必要な措置が講じ

られた。 

 

 

(3) 

 

機密情報の保護及び管理の方法につい

て（行政運営事務） 

名古屋市情報あんしん条例等による

と、課、公所その他の組織の長は、当

該組織の状況、所掌事務に応じた情報

の保護及び管理の方法を定めることと

されており、機密情報が記録されてい

る文書その他のものを外部に持ち出す

場合等に、情報の漏えいを防ぐために

必要な措置を講じなければならないと

されている。 

これらの規定に基づき、各課室公所

における情報の保護及び管理の方法に 

関する定め（以下「情報に関する定め」

という。）を各課室公所長が策定して

おり、情報に関する定めによると、機

密情報が含まれる文書を廃棄する場合

は、専用箱に集積し、指定場所で管理

の上、廃棄することとされており、機

密情報が含まれておらず、かつ、裏面

利用のできる文書は、再利用すること

とされている。 

また、機密情報を外部へ持ち出す場

合には、機密情報外部持出し等許可簿

により許可を受けなければならないと

されている。 

個人情報等の機密情報の取扱状況に

ついて調査したところ、中環境事業所

において個人情報が含まれる文書を裏

面利用していた事例や個人情報の持出

しに際して許可を受けていなかった事

例が見受けられた。 

中環境事業所においては、情報に関

する定めに再度立ち返り、情報保護に

対する意識向上に努めるとともに、機

密情報を適正に取り扱われたい。 

（中環境事業所） 

 

 
本件、個人情報等の機密情報の取扱

状況について不適切な取り扱いがあっ

たことに関しては、個人情報の管理・

保護に関する認識が欠如していたこと

によるものです。とりわけ機密情報が

含まれる文書の裏面利用に関しては、

用紙削減のため、本来利用すべきでな

い用紙まで使用していたことが背景に

あります。 

 今回の指摘を受け、機密情報が含ま

れている文書に関しては溶融専用箱へ 

集積することを掲示し、徹底しました。

 併せて、全体集会の場において、な

ごやか収集や粗大ごみ収集で個人情報

を持ち出す際の手続きについて改めて

周知するとともに、昨年度他公所で発

生した情報漏えい案件を用いて、リス

ク管理に関する研修を行いました。 

今後も中環境事業所における情報の

保護及び管理の方法に関する定めに基

づき、機密情報の保護のための対策を

実施してまいります。 

       （中環境事業所） 
 

 

(4) 

 

労働者派遣法に基づく派遣先管理台帳

の作成について（行政運営事務） 

 
（監査期間中に措置済） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

労働者派遣事業の適正な運営の確保

及び派遣労働者の保護等に関する法律

（昭和60年法律第88号。以下「労働者

派遣法」という。）等によると、派遣

先は当該派遣就業に関し、派遣先管理

台帳を作成し、派遣労働者ごとに労働

者派遣法等に定める事項を記載しなけ

ればならないとされている。 

派遣先は、派遣先管理台帳のうち、

労働者派遣法等に定められた事項につ

いて、 1か月ごとに 1回以上、一定の

期日を定め、書面等により派遣元事業

主に通知しなければならず、派遣元事

業主から請求があったときも、遅滞な 

く同様に通知するとされている。また、

派遣先管理台帳は派遣期間終了後 3年

間保存することとされている。 

令和 2年度に労働者派遣契約を締結

した事例について調査したところ、猪

子石工場が派遣先となっている派遣労

働者 6名分の派遣先管理台帳が作成さ

れていない事例が見受けられた。 

労働者派遣法等に基づき、派遣先管

理台帳を作成するとともに、適正に取

り扱われたい。   （猪子石工場） 

なお、猪子石工場においては、派遣

先管理台帳が作成され、必要な措置が

講じられた。 

 

 

70



令和 4年監査報告第 2号関係分（令和 4年 5月18日報告） 

 

健康福祉局（高齢福祉部関連事務に限る。高齢福祉部関連事務を担当する区役所 

及び財政局の課室を含む。） 

（令和 4年 8月31日現在の状況）  

番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

 

(1) 

 

シルバーハウジング生活援助員派遣事

業利用者負担金の債権管理について 

（収入事務） 

本市では、高齢者等の生活特性に配

慮したバリアフリー化された公営住宅

とライフサポートアドバイザー（以下

「生活援助員」という。）による日常 

生活支援サービスの提供を併せて行う、

高齢者世話付住宅（以下「シルバーハ

ウジング」という。）の供給事業を実

施している。シルバーハウジング生活

援助員派遣事業実施要綱によると、シ

ルバーハウジングに入居しようとする

者は、生活援助員の派遣に要する費用

を負担すること等に対する同意書を提

出し、毎月利用料を負担しなければな

らないとされている。 

シルバーハウジング生活援助員派遣

事業利用者負担金に係る債権の管理状

況について調査したところ、履行期限

が経過して未納となっているものにつ

いて、文書による催告は年に数回実施

しているものの、名古屋市債権管理条

例等に定められた期限を指定した督促

状の発付を実施していなかった。 

地域ケア推進課においては、督促状

の発付を確実に実施し、適正な債権管

理を行われたい。（地域ケア推進課） 

 

 

 シルバーハウジング生活援助員派遣

事業利用者負担金の督促状の未発付に

ついては、担当者の知識不足が原因で

す。 

当事業の事務マニュアルを更新する

とともに、督促状の発付が可能な未納

者全員に対し、令和 4年 1月に督促状

を発付しました。その後も引き続き催

告を行い、徴収が困難なものについて

は徴収停止を行うなど、債権回収に努

めました。今後も適切な債権管理を行

ってまいります。（地域ケア推進課） 

 

 

(3) 

 

名古屋市老人クラブ運営補助金につい

て（支出事務） 

 各区福祉課では、名古屋市老人クラ

ブ運営補助金交付要綱（以下「要綱」

という。）に基づき、老人クラブが実

施する社会奉仕活動等の事業を対象と

して、補助金を交付する事務を行って

いる。 

 

本件については、対象経費の費目に

ついて各老人クラブ及び担当職員の双

方の認識が不足していたことが原因で

す。 

今回の指摘を受け、手引きの内容に

ついて再度確認し、老人クラブに対し

運営補助金で認められる経費について

再度周知しました。 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

 要綱によると、老人クラブは、交付

申請書を提出して概算払で補助金の交

付を受けた後、当該年度終了後20日以

内に精算報告書を提出しなければなら

ず、各区福祉課は精算報告書を審査し

て補助金の交付額を確定し、既に交付

した金額が確定した額を超えている場

合はその差額を返還させることとされ

ている。 

 また、「老人クラブ運営補助金事務 

の手引き」（以下「手引き」という。）

には、友愛活動や敬老会等の活動や消

耗品の購入費等が補助対象となる活動

及び経費として例示されている。 

 名古屋市老人クラブ運営補助金の交

付事務について調査したところ、以下

のような事例が見受けられた。 

ア 交付申請に係る事務  

(ｱ) 補助対象外事業が含まれていた

もの  

(ｲ) 手引きで示された上限額（茶菓

代は 1人 200円まで等）を超え

る経費が含まれていたもの 

イ 精算報告に係る事務  

(ｱ) 補助対象外事業が含まれていた

もの  

(ｲ) 手引きで示された上限額を超え

る経費が含まれていたもの  

(ｳ) 通信連絡費について実費ではな

い定額が計上されていたもの  

(ｴ) 補助対象事業の行事名や参加人

数等の記載がない、又は誤って

いたもの 

東区、西区、熱田区、名東区及び天

白区福祉課においては、適正な補助金

交付事務に努めるとともに、当該事例

について精算報告書等を再確認した上

で、補助金精算額に誤りがあった事例

については対象の老人クラブに対して

差額の返還を求められたい。 

（東区福祉課、西区福祉課、 

熱田区福祉課、名東区福祉課、 

天白区福祉課） 

 

また、担当職員が交付申請書及び精

算報告書受付時に、記載方法について

指導を行うとともに、活動記録を記録

した「事業日誌」及び収入や支出を記

録した「現金出納簿」等との突合せを

徹底し、別の職員がダブルチェックを

行うことにより、今後の再発防止を図

りました。 

なお、今回指摘された各事例につい

て老人クラブと協議しながら精算報告

書等を再度確認したところ、結果とし

て補助対象経費が補助金額を上回って 

いたことから返還はありませんでした。

（東区福祉課） 

 

本件は、交付申請及び精算報告の点

検時において、補助対象外事業である

ことや上限額を超える経費であること

を認識しながらも、補助金の交付額及

び精算額に変更がないため、削除及び

修正の指導をしていなかったことが原

因です。 

今回の指摘を受け、受付時の確認と

担当による再点検の際、誤りがある場

合は必ず修正指導を徹底するよう職員

に周知しました。また、令和 4年 3月   

 7 日に開催された区の老人クラブの理

事会を通じ、書面にて各クラブに補助

金の交付申請・精算報告時に注意をす

るよう周知しました。（西区福祉課） 

 

本件は、補助対象経費についての理

解が不十分であったことが原因です。 

今回の指摘を受け、職員に対しては、

要綱及び手引きを使用し、係内会議に

おいて周知するとともに、令和 4年度

分については複数の職員の目によるチ 

ェックを行い、再発防止に努めました。

また、各クラブに対し補助金対象経費

について事前に手引きに基づき説明を

行い、今後の再発防止を図りました。      

（熱田区福祉課） 

 

本件は、審査時に補助対象外事業と

認識しており、補助金算定に含めてお

りませんでしたが、交付決定決裁にお
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いてその旨の記録を残すことの認識が

欠けていたことが原因です。  

今回の指摘を受け、令和 4年 1月に

所属長以下で適正な事務取扱を確認い

たしました。また、今回の監査指摘事

項を、引継ぎ資料に添付し、同じミス

が起こらないよう徹底しております。  

（名東区福祉課） 

 

本件は、対象の老人クラブへの周知

不足及び職員による審査時の確認が不

足していたことに起因するものです。 

今回の指摘を受け、対象の老人クラ

ブに連絡し、交付申請書及び精算報告

書の修正を実施しました。（令和 4年  

2～ 8月実施） 

その結果、 3クラブについては、返

還金が発生することとなり、納期限を 

9月末とした返還請求を令和 4年 8月

に行いました。 

また、今後同様の誤りを発生させな

いため、職員による審査時の確認を徹

底させるとともに、区内老人クラブの

会長に対して運営補助金に関する資料

及び令和 3年度運営補助金交付申請書

を添削したものを送付しました。（令

和 4年 2月24日付送付） 

（天白区福祉課） 

 

 

(4) 

 

支出命令事務について（支出事務）   

本市では、平成31年 3月より新たな 

財務会計総合システムが稼働しており、

これまで支出命令者等に紙の原本を送

付していた請求書等の関係書類につい

て、電子情報化して送付することとな

った。 

 名東区福祉課における支出事務につ

いて調査したところ、見積書の日付等

を、修正テープを用いて修正を行った

後、スキャンして電子情報を作成して

いる事例が散見された。また、修正テ

ープを用いて見積書、納品書及び請求

書の日付を翌年度の日付に修正してい

る事例が見受けられ、その修正の経緯

について確認したところ、令和 2年度

 

 令和 2年12月から名東区役所では不

適正経理に係る再発防止の各種取り組

みを実施しておりました。しかしなが

ら、日付等の修正に対して、担当者の

認識が至らなかったことに加え、課長

及び係長の原本確認の際、日付等につ

いての注意が不十分であったことが原

因です。  

令和 3年12月23日及び令和 4年 1月

26日の 2度の係会議において、当該事

項について周知を行いました。また、

支出命令決裁については、請求書等の

紙媒体情報を併せて回議し、課長及び 

係長が関係書類の原本を確認する際に、

これまで重点的に確認していた債権者

及び金額等の項目に加え、日付等につ 

73



番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

に使用する物品について、誤って令和

元年度に購入してしまったため、日付

の修正を行ったとのことであった。 

 財務会計総合システムの再構築によ

り電子決裁による事務の効率化等を図

る一方で、直近では令和 3年 5月18日

に公表した教育委員会に対する監査結

果等において繰り返し指摘しているよ

うに、財務会計総合システムの画面上

において電子情報の点検を行う場合、

紙決裁に比較して視覚的チェックが機 

能しにくいというリスクがある。また、

前年度に納品された物品について、そ

の翌年度のものとして購入の決裁及び

支出手続を行うことは、会計年度独立

の原則について定めた地方自治法の規

定に反するものである。 

 名東区福祉課においては、職員の法

令遵守を徹底し、適正な会計事務を行

われたい。また、上司等による確認体

制を強化するなど組織的な再発防止策

を講じられたい。 （名東区福祉課） 

 

いても確認を徹底することとしました。

     （名東区福祉課） 

 

(5) 

 

貸付備品の廃棄について（財産管理事 

務） 

 本市が指定管理者等に貸し付けた備

品の管理については、貸付備品の管理

に関する事務取扱要項（以下「貸付備

品要項」という。）にその手続が定め

られており、不用備品を指定管理者等

が廃棄するときは、指定管理者等から

写真その他の証拠を添えた証明書を提

出させること等により、廃棄したこと

を確認すると規定されている。 

 地域包括支援センターの運営事業等

の委託契約において、本市が受託業者

に貸し付けた備品の管理状況について 

調査したところ、地域ケア推進課では、

委託先で令和 3年 7月から 8月にかけ

て廃棄された貸付備品について、写真

その他の証拠を添えた証明書の提出を

受けておらず、実際に廃棄したことを

確認していなかった。これは、令和 3 

年 2月 9日に貸付備品要項が改正され、

貸付備品の廃棄を確認する手続が定め

 

本件は、令和 3年 2月 9日改正「貸

付備品の管理に関する事務取扱要項」

について、改正通知のメールを見落と

したため、地域包括支援センターの委

託契約に反映できていなかったことが

原因です。 

今回の指摘を受け、委託先事業者へ

通知し、廃棄する物品が発生した場合

には、証拠書類を提出いただくよう依

頼するとともに、令和 4年度の契約に

おいては、不用備品の廃棄時には写真

等が添付されるように記載された事務

取扱要項を添付しております。 

また、今後は通知を見落とすことの

ないよう、係長も経理事務用のメール

を確認できるように設定し、届いた通 

知等を確実に課内に周知できているか、

複数人でチェックを行う体制を構築し

ました。     （地域ケア推進課） 
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られたにもかかわらず、委託契約に反

映していなかったことによるものであ

る。 

 地域ケア推進課においては、適正な

契約書類を作成するとともに、貸付備

品について廃棄の確認を確実に行われ

たい。     （地域ケア推進課） 

 

 

（6） 

 

福祉総合情報システムの確認について

（行政運営事務） 

 敬老パスの交付決定や養護老人ホー

ムへの措置等を始めとする本市の福祉

事務所等における事務については、福

祉総合情報システムによって電子計算

機処理が行われており、名古屋市福祉

総合情報システム運用管理規程にその

運用のため必要な事項が定められてい

る。この規程等によると、システムの

利用を行う都度、アクセスログが自動

採取され、生活保護情報や国民年金情

報等を参照した「福祉連携情報参照状

況」及び税情報を参照した「所得情報

参照状況」等の特に重要なアクセスロ

グについては、定期的にシステム利用

管理責任者である各所属の課長による

確認を行うこととなっている。具体的

な確認方法としては、原則として課長

級の職員がシステムにログインし、シ

ステムの画面で前月分の参照状況を当

月中に確認することとされている。 

 参照状況の確認作業の実施状況につ

いて調査したところ、高齢福祉課、地

域ケア推進課並びに千種区及び名東区

福祉課においては、「福祉連携情報参

照状況」及び「所得情報参照状況」の

いずれについても、毎月の確認を行っ

ていなかった。また、西区福祉課にお

いては、「福祉連携情報参照状況」に

ついて確認を行っていたものの、「所

得情報参照状況」については確認を行

っていなかった。 

 高齢福祉課、地域ケア推進課並びに

千種区、西区及び名東区福祉課におい

ては、システムの不正な利用をけん制

し、情報漏えいを防止するため、参照

 

本件は、「福祉連携情報参照状況」

及び「所得情報参照状況」の確認につ

いて、毎月行う業務であるということ

を失念していたことが原因です。 
指摘以前の未実施分については、指

摘を受けた後直ちに実施し、指摘以降

の実施分については、毎月、月初のル

ーチン業務として帳票を印刷し確認を

行っております。  （高齢福祉課） 
 

本件は、「福祉連携情報参照状況」

及び「所得情報参照状況」の確認作業

について、毎月行う業務であるという

ことを失念していたことが原因です。 

今回の指摘を受けて、未確認であっ

た平成30年 3月分以降の「福祉連携情 

報参照状況」及び「所得情報参照状

況」について、係長級職員が帳票を印 

刷し、課長級による確認を行いました。

今後も参照状況の確認を確実に行っ

てまいります。  （地域ケア推進課） 

 

本件は、課長級職員の確認漏れと職

員のチェック漏れが原因です。 

今回の指摘を受けて、課長級職員に

よる確認を徹底し、その結果を庶務担

当係長、庶務担当を含む 3人で確認す

ることで再発防止を図りました。 

       （千種区福祉課） 

 

本件は、参照状況の確認作業が必要

であることを認識し、「福祉連携情報

参照状況」の確認をしていたものの、

「所得情報参照状況」の確認も必要で

あることを失念していたことが原因で

す。 

指摘後すみやかに、未確認のものを
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状況の確認を確実に行われたい。 

（高齢福祉課、地域ケア推進課、 

千種区福祉課、西区福祉課、 

名東区福祉課） 

 

確認するとともに、毎月課長および高

齢福祉係長において、前月分の「福祉

連携情報参照状況」及び「所得情報参

照状況」の確認を行うことといたしま

した。       （西区福祉課） 

 

本件は、職場会議、朝礼等でシステ

ムの不正利用のけん制に努め、加えて

新規・異動職員には職務状況面接等の

機会を通じて周知徹底しておりました

が、確認が疎かとなっていたことが原

因です。  

令和 3年11月より所属長が原則、月

初に確認することとし、所属の定例的

な業務の一つとしてスケジュール管理

を実施しております。 

（名東区福祉課） 

 

 

（7） 

 

敬老パス及び敬老手帳に係る交付等の

事務について（行政運営事務） 

 本市では、65歳以上の希望者に対し

て所得に応じた負担金を徴収し、市営

交通機関やゆとりーとライン等を無料

で利用することができる敬老パスを交

付している。また、65歳以上の者に対

して、市立公共施設等の入場料減免の

措置が受けられる敬老手帳を交付して

いる。 

 敬老パス及び敬老手帳に係る事務に

ついて調査したところ、以下のような

事例が見受けられた。 

ア 敬老パスに係る臨時乗車証交付の

事務に不備のあるもの 

名古屋市敬老パス条例施行細則 

（以下「敬老パス施行細則」とい 

う。）等によると、敬老パス交付申

請をした者が65歳に達する日までに

当該申請者に敬老パスを交付するこ

とが困難であるときは、敬老パス臨

時乗車証を交付することができる。 

この場合、有効期限は申請者が敬

老パス負担金を納付した納付日から

30日後となるが、東区福祉課におい

ては、有効期限を65歳到達日から30

日後と誤って記載した臨時乗車証を

 

（監査期間中に措置済） 
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交付していた。  （東区福祉課） 

イ 敬老パスに係る再交付の事務に不

備のあるもの 

  敬老パス施行細則等によると、敬

老パスが届いていないという郵送不

着の申出があった場合、手数料を免

除して再交付申請を受け付けること

となっている。 

  この場合、区役所等から依頼を受

けた高齢福祉課が日本郵便株式会社

へ調査を依頼して、その調査結果を

再交付申請書に添付しておくという

手順が定められているが、西区福祉

課においては、高齢福祉課へ調査依

頼を行うことなく、手数料を免除し

て再交付手続を行っていた。 

（西区福祉課） 

ウ 敬老手帳に係る再交付の事務に不

備のあるもの 

 (ｱ) 敬老手帳再交付申出書の提出を

受けていなかったもの 

   敬老手帳再交付等実施要領等に

よると、敬老手帳の喪失により再

交付を受けようとするときは、敬

老手帳再交付申出書を提出するも

のとされているが、名東区福祉課

においては、これを徴取すること 

なく、敬老手帳を再交付していた。

（名東区福祉課） 

 (ｲ) 従前の交付番号を引き続き使用

していなかったもの 

   敬老手帳再交付等実施要領等に

よると、敬老手帳を再交付した場

合の交付番号は原則として従前の

番号によるものとされているが、

天白区福祉課においては、従前の

番号の有無にかかわらず、新たな

番号によって再交付していた。  

  （天白区福祉課） 

エ 敬老パスに係る返還及び還付の事 

務に不備のあるもの 

 敬老パス施行細則等によると、敬 

老パスの有効期間の始期から 6か月 

に満たない期間内において当該敬老 

パスを返還する場合、既納の負担額 

の半額を返還することとされており、
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死亡による返還については、この還 

付の相手方は相続人となる。 

 福祉総合情報システムで死亡者と 

来庁した者の続柄が確認できない場 

合、戸籍等公簿で相続人となるか否 

かを確認することとされているが、 

千種区福祉課においては、口頭で来 

庁者に続柄を確認し、還付の手続を 

行っていた。  （千種区福祉課） 

千種区、東区、西区、名東区及び天

白区福祉課においては、敬老パス及び

敬老手帳について、関係規定に従い適

正な交付等の事務を行われたい。  

なお、各所属においては、敬老パス

及び敬老手帳の適正な交付事務につい

て所属内で周知徹底を行っており、必

要な措置が講じられた。 

 

 

（8） 

 

老人福祉施設入居者に係る遺留金品の

管理について（行政運営事務） 

 老人福祉法（昭和38年法律第 133号）

においては、65歳以上の者であって、

環境上の理由及び経済的理由により居

宅において養護を受けることが困難な

者等について、市町村は、必要に応じ

て民間の老人福祉施設等に入所を委託

すること等が定められている。この入

所者が死亡した場合において、葬祭を

行う者がないときは、市町村が、入所

先の老人福祉施設等にその葬祭を行う

ことを委託することができるとされて

おり、この場合、死者の遺留の金銭及

び有価証券等（以下「遺留金品」とい

う。）を葬祭に要する費用に充てるこ

とができるとされている。本市では、

当該遺留金品の保管及び管理を行う場

合について、老人福祉法第27条による

遺留金品取扱要綱（以下「遺留金品要

綱」という。）等にその手続が定めら

れている。 

 遺留金品の管理状況について調査し

たところ、以下のように、遺留金品要

綱等に従った事務処理が行われていな

い事例が見受けられた。 

ア 封筒等に入れ金庫等で保管してい

 

（監査期間中に措置済） 
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る遺留金品について、福祉課長に

よる封印がなされていなかったも

の 

 （千種区福祉課、名東区福祉課） 

イ 歳入歳出外現金の保管金として受

け入れ、払い出した遺留金につい

て、歳入歳出外現金出納簿に登載

していなかったもの 

（千種区福祉課） 

 千種区及び名東区福祉課においては、

遺留金品要綱等に従い適正に管理を行 

われたい。 

 なお、各所属においては、福祉課長

による封印及び歳入歳出外現金出納簿

への登載を行うとともに、遺留金品の

適正な管理について所属内で周知徹底

を行っており、必要な措置が講じられ

た。 

 

 

（9） 

 

機密情報の保護及び管理の方法につい

て（行政運営事務） 

 名古屋市情報あんしん条例等による

と、課、公所その他の組織の長は、当

該組織の状況、所掌事務に応じた情報

の保護及び管理の方法を定めることと

されており、機密情報が記録されてい

る文書その他のものを外部に持ち出す

場合に、情報の漏えいを防ぐために必

要な措置を講じなければならないとさ

れている。 

 これらの規定に基づき、各課におけ

る情報の保護及び管理の方法に関する

定め（以下「情報に関する定め」とい

う。）を各課長が策定しており、所管

課長があらかじめ許可した機密情報を

外部に持ち出す際には、機密情報外部

持出し等記録簿に記録し、施錠可能な 

かばん等を使用することとされている。

 機密情報の持出し状況について調査

したところ、以下のような事例が見受

けられた。 

ア 機密情報外部持出し等記録簿に持

出しを記録していなかったもの 

（名東区福祉課） 

イ 機密情報を持ち出す際に、施錠可

 

ア 当該情報は、年度当初に「機密情

報外部持出し等許可簿（包括的許可

用）」を作成し、帰庁時にケース事

案の処理報告書に「養護老人ホーム

入所相談票」等の持ち出した資料を

添付することで課長の確認を実施し

ておりましたが、「機密情報外部持

出し等記録簿」を作成することの認

識が欠けていたことが原因です。 

今回の指摘を受け、直ちに「機密

情報外部持出し記録簿」を作成する

とともに、令和 3年12月の職場会議

において適正な事務取扱を確認しま

した。  

また、現在はケース事案の処理報

告書の供覧時に「機密情報外部持出

し記録簿」を添付しております。 

（名東区福祉課） 

 

イ 本件は、個人情報の管理に対する

意識が欠けていたことが原因です。 

今回の指摘を受け、既存の施錠可

能なかばんを課内で共有し、機密情

報を持ち出す際は当該かばんを使用

することを徹底しました。 

また、朝礼を活用して職員向けの
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

能なかばんを使用していなかった

もの  （山田支所区民福祉課） 

山田支所区民福祉課及び名東区福祉

課においては、情報に関する定めに従 

い、適正に機密情報を取り扱われたい。

また、内部統制に係る取組として、 

「庁外携行時の機密情報の紛失・盗難」

を職場における主要な業務リスクとし

て認識していたにもかかわらず、情報

に関する定めが遵守されず内部統制に

対する意識がいまだに浸透していない

状況となっていることから、情報に関

する定め等に従って適正に機密情報の

持出しを行うというリスク対応策を職

員一人ひとりに対し周知徹底し、内部

統制を有効に機能させるよう努められ

たい。 

 

研修を行い、内部統制に対する意識

の向上に努めました（令和 4年 8月

19日実施）。 

（山田支所区民福祉課） 
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令和 4年監査報告第 2号関係分（令和 4年 5月18日報告） 

 

健康福祉局（公の施設の指定管理者関係分） 

（令和 4年 8月31日現在の状況）  

番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

 

(1) 

ア 

 

指定管理料の支出について（支出事務）

ア 名古屋市鯱城学園の指定管理料の

増額変更について 

名古屋市鯱城学園は、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大防止のため令 

和 2年度は休校となった。その結果、

指定管理者が当初見込んでいた利用料

収入を得ることができなくなったこと

を踏まえ、高齢福祉課は、指定管理者

との協議により、収入予定額から支出

不用額を差し引いた上で新型コロナウ

イルス対策経費を追加した金額を当初

の指定管理料に増額して支出すること

とした。 

指定管理料の増額分について調査し 

たところ、収入予定額の算定において、

一般開放利用料等の項目は過去 2年の

決算額の平均値を用いていたが、当該

項目については、令和 2年度において

も収入があり、その収入額を差し引く

べきところ決算額の平均値をそのまま

用いて算定していた。 

（健康福祉局関係分） 

高齢福祉課においては、令和 2年度

の実際の収入額相当分について返還を

受けるよう指定管理者と再度協議を行

われたい。     （高齢福祉課） 

  

 

本件は、提出書類の確認不足が原因

です。 

一般開放利用料等の項目については、

実際の収入額を差し引くべきところ過

去 2年の決算額の平均値を用いて算定

していたことから、指定管理者と再度

協議を行い、令和 4年 4月27日に差額

の返還を受けました。（高齢福祉課） 
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令和 4年監査報告第 2号関係分（令和 4年 5月18日報告） 

 

交通局（工事） 

（令和 4年 8月31日現在の状況）  

番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

 

1(1) 

 

電線管路のハンドホールの設計につい

て（設計） 

 市営バス事業の工事施工及び公的基

準に関する事項については、名古屋市

交通局自動車施設課の土木工事仕様書

によるもののほか、名古屋市緑政土木

局が定める土木工事標準仕様書（以下

「標準仕様書」という。）に準じて行

うものとしている。標準仕様書では、

ハンドホールについて、大きさ及び構

造は、設計図書に示すとおりとし、車 

両その他の重量物の圧力に耐え、かつ、

水が浸入しにくい構造でなければなら

ないとしている。 

「熱田バス回転場（仮称）新設工事

（舗装工事）」では、回転場内に設置

する照明への電線を引込むために地中

電線管路を敷設し、ハンドホールを設

置する工事を行っていた。設計図書で 

ハンドホールの仕様を確認したところ、

バスの回転場内に設置する施設であっ

たにもかかわらず、小型乗用車までの

荷重に対応する鉄蓋を設置する設計と

なっていた。また、施工状況について

確認したところ、設計のとおり小型乗

用車までの荷重に対応する鉄蓋を設置

しており、車両その他の重量物の圧力

に耐える構造となっていなかった。さ

らに、ハンドホールと電線管の接続部 

の止水処理が不十分であったことから、

漏水が発生し、水が浸入しにくい構造

となっていなかった。 

 当該ハンドホールについては、安全

な構造となるよう適切な措置を講じら

れたい。また、今後は、施設の設計、

施工においては、安全で長期間の使用 

に耐えうる構造となるような設計とし、

その施工監理についても適切に実施す

るよう努められたい。 

 

本件は、待機車両の駐車位置の変更

に伴う、場内のレイアウト変更に合わ 

せて当該箇所も設計変更すべきところ、

対応できていなかったことに起因する

事案でした。 

そのため、令和 4年 7月11日に当該

箇所の車両側境界付近へ固定式ポール

を設置することで、車両が接近しない

安全な構造としました。 

また、令和 4年 2月17日、 4月 4日

の職場会議において、今後は施設の設

計においては安全な構造となるよう設

計し、施工監理についても適切に実施

するよう職員に周知徹底しました。 

(自動車施設課) 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

なお、ハンドホールと電線管の接続

部の漏水については、指摘に基づき令

和 3年12月に標準仕様書のとおり、水

が浸入しにくい構造となるよう是正を

行った。     （自動車施設課） 

 

 

1(2) 

 

排煙設備に関する法令の不適合につい

て（設計） 

建築基準法施行令（昭和25年政令第 

 338号）では、開放できる窓その他の

開口部（天井又は天井から下方80セン

チメートル以内の距離にある部分に限

る。）の面積の合計が、当該居室の床

面積の50分の 1未満の居室（以下「排

煙無窓居室」という。）には、排煙設

備を設けなければならないと定めてい

る。ただし、「床面積が 100平方メー

トル以下で、壁及び天井の室内に面す 

る部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、

その下地を不燃材料で造った居室」に

ついては、国土交通大臣が定めるもの

として、排煙設備の設置を免除できる

と定めている。（火災が発生した場合

に避難上支障のある高さまで煙又はガ

スの降下が生じない建築物の部分を定 

める件（平成12年建設省告示第1436

号）） 

「緑営業所の老朽化対策工事（建築

工事）」では、事務所棟の改修工事を

行っていたが、このうち仮眠室につい

ては、既存の一室を間仕切り壁で分割

して新設し、床面積10平方メートル程

度の広さで窓がなく排煙無窓居室とな 

っていた。設計図書を確認したところ、

仮眠室には排煙設備を設けておらず、

かつ、天井の室内に面する部分の仕上

げに準不燃材料を使用することとして

おり、法令に適合しない設計となって

いた。また、施工状況について確認し

たところ、設計図書どおりとなってお

り、法令に適合しない状態となってい

た。 

当該仮眠室においては、法令に適合

するよう是正されたい。また、今後、

改修工事を実施する場合は、関係法令

 

本件については、緑営業所の老朽化

対策工事において、既存の一室を間仕

切壁で分割して新設した仮眠室につい

て、改修工事の設計にあたり関係法令

の適合の確認が十分行われていなかっ

たことに起因する事案でした。 

当該箇所は、令和 4年 5月17日に天

井の仕上げ材料を不燃材料に張替える

ことにより関係法令に適合するよう是

正しました。 

また、改修工事の設計にあたっては、

関係法令の適合を十分確認し、適切な

設計を行うよう、令和 4年 2月22日及

び24日、令和 4年 5月17日及び26日の

職場会議において職員に周知徹底しま

した。         （営繕課） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

に適合することを十分確認し、適切な

設計を行われたい。   （営繕課） 
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令和 4年監査報告第 2号関係分（令和 4年 5月18日報告） 

 

観光文化交流局（工事） 

（令和 4年 8月31日現在の状況）  

番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

 

1 

 

低圧幹線の施工について（施工） 

 電気設備に関する技術基準を定める

省令（平成 9年通商産業省令第52号）

では、電気設備の異常時の保護対策な

ど電気設備の保安上必要な技術基準を

定めている。その具体的事項を示した

電気設備の技術基準の解釈（以下「技

術基準の解釈」という。）では、低圧

幹線（以下「幹線」という。）を敷設

する場合、幹線を保護する過電流遮断

器（ブレーカ）の定格電流は、幹線の 

許容電流以下とすることを定めている。

「国際展示場第 3展示館分電盤設置

工事」では、温水洗浄便座設置に伴い

過電流遮断器を増設し、幹線と分電盤

を新設する工事を行っていた。新設し

た幹線及び増設した過電流遮断器を確

認したところ、幹線は許容電流が69ア

ンペアであるケーブルを使用し、幹線

を保護する過電流遮断器には定格電流

が75アンペアのものを使用しており、

幹線の許容電流よりも大きくなってい

た。 

 今後同様な施工にあたっては、技術

基準の解釈に適合した施工とするよう

局内に周知されたい。 

 なお、当該工事の過電流遮断器につ

いては、指摘に基づき令和 4年 1月に

技術基準の解釈に適合するよう是正を

行った。          （MICE推進室） 

    

 

本件は、電気設備の技術基準の解釈

における低圧幹線の保護についての確

認不足が原因であることから、令和 4

年 8月に指摘事項の解説資料を職員に

配布することで、低圧幹線の保護につ

いて技術基準の解釈に適合した施工と

するようMICE推進室内に周知し、再発

防止を図りました。 （MICE推進室） 

 

 ご指摘の件につきましては、令和 4

年 8月に施設管理に係る各部署に対し

て、令和 3年度工事監査指摘事項につ

いての注意喚起文及び解説資料を配布 

することで、内容を局内に広く周知し、

再発防止を図りました。 （総務課） 
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令和 4 年外部監査公表第 3 号 

 

 地方自治法第 252  条の38第 6 項の規定に基づき市長から措置を講じた旨の通

知があったので、同項の規定によりその内容を公表します。 

 

  令和 4 年11月 9 日 

 

名古屋市監査委員  西 川 ひさし 

同         山 田 昌 弘 

同         山 本 正 雄  

同         小 川 令 持  
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令和 4年外部監査報告第 1号関係分（令和 4年 2月17日報告） 

 

全局室区 

（令和 4年 8月31日現在の状況） 

番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

 

第 4 

章 

第 4 

20 

(2) 

ア 

 

20  令和 2 年度動植物園観覧料（ 令和

 3 年 3 月24日調定） 

(2) 監査の結果（指摘） 

 ア 観覧料の入金確認について 

    日々、入金される観覧料は、

業務委託先である公益財団法人

東山公園協会が、金融機関に払

込みをしている。 

    一方、名古屋市は、入金され

た金額について、銀行から回送

された「払込済通知書」と、前

日の「日報」とを照合し、確認

をしているとのことであった。

ただ、確認をした証跡が残され

ておらず、当該事実が確認でき

なかった。 

    また、入金の確認をしている

とのことであったが、必ずしも

入金されるべき金額が入金され

ているとは限らず、万一、一部

の払い込み漏れがあったとして

も、判別することができない状

態となっている。したがって、

漏れなく、入金されるべき金額

が入金されているかについて確

認する必要がある。 

    この点につき、公益財団法人

東山公園協会では、日々の観覧

料について、レジから打ち出さ

れるレジテープの「日計精算レ

ポート」により把握している。

名古屋市としても、当該「日計

精算レポート」を入手し、「払

込済通知書」と「日報」とを照

合することで、本来、入金され

るべき金額が漏れなく入金され

ていることを確認するととも

に、確認した証跡を残す必要が

あると考える。 

 

入金される観覧料が日報等の報告と

相違することがないと過信していたた

め、入金されるべき金額の確認につい

て十分に行われておりませんでした。  

今回の指摘を受け、東山公園協会よ

りレジテープの「日計精算レポート」

を毎日提出させるとともに、「払込済

通知書」、 「日報」及び「日計精算レ

ポート」の 3 点により入金される金額

及び入金について確認することとしま

した。  

また、その確認した内容について課

内決裁することにより、確認した証跡

を残すことにしました。  

（緑政土木局東山総合公園管理課） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

 

第 4 

章 

第 4 

20 

(2) 

イ 

 

20  令和 2 年度動植物園観覧料（ 令和

 3 年 3 月24日調定） 

(2) 監査の結果（指摘） 

 イ 観覧券の棚卸実施について 

    観覧券の棚卸について、令和 

 2 年 9 月に棚卸を実施して以

来、令和 3 年10月19日まで、実

施されていなかった。 

    （公益財団法人東山公園協会

が保管している観覧券の在庫数

量は、令和 3 年 9 月末日時点で

は、本部保管在庫及び 6 つの各

門にある在庫を合わせて、受払

表上は、 2 54,755枚ある。 ） 

    長期間、観覧券の受払表上の

在庫数量と、実際の在庫数量が

比較されていない場合、数量の

差異の有無や、どの程度の差異

が発生したか、差異の理由が何

か等を把握できていないことと

なる。 

    したがって、前述「ア」の観

覧料の入金確認が実施されるこ

とを前提に、少なくとも半年に

 1 回は、観覧券の棚卸を実施す

るか、あるいは、公益財団法人

東山公園協会が実施する棚卸に

立ち会い、名古屋市として、観

覧券の実際の在庫数量を確認

し、差異の有無や、差異の理由

等を把握する必要があると考え

る。 

 

 

観覧券は鍵付きの部屋に保管してお

り、また観覧券を取り扱う職員が限ら

れているため、出納簿の数量と実際の

在庫数量に差異が生じるとは考えてお

らず、観覧券の在庫数量を定期的に確

認する意識が欠けていました。  

今回の指摘を受け、総合公園事務所

の観覧券の棚卸を月に 1 回行うと共

に、東山公園協会の在庫数量を確認す

るため、令和 4 年 2 月15日に東山公園

協会の棚卸に立ち会い、今後は半年に

 1 回棚卸に立ち会うこととしました。 

今後は、前述「ア」の観覧料の入金

確認と併せ観覧券の在庫数量を確認

し、観覧券を適正に管理してまいりま

す。 

（緑政土木局東山総合公園管理課） 

 

第 4 

章 

第 4 

35 

(2) 

 

35  令和 2 年度後期 通勤用自家用車

に係る学校用地使用料 

(2) 監査の結果（指摘） 

  徴収データのファイル管理につ

いて 

   名古屋市教育委員会の職員が、

通勤用に自家用車を使用し、学校

用地に駐車する場合、使用料とし

て月額 3 ,500円を徴収している。 

   また使用料の徴収については、

学校整備課が、各学校から、使用

 

本件は、職員の情報管理に対する意

識が低かったことが原因です。 

 今回の指摘を受け、実査後ただちに

ファイルにパスワードを設定しまし

た。 

 今後は、情報管理に対する意識の向

上に努めてまいります。 

  （教育委員会事務局学校整備課） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

を許可した者のデータを収集・集

約しファイルを作成後、委託業者

が、口座振替の電算処理を実施し

ている。 

   この点につき、データを収集・

集約したファイルの管理方法を確

認したところ、パスワードを設定

せず、学校整備課の共有フォルダ

に保管されていた。 

   学校整備課には、使用料の徴収

に関与しない者も含めて、30名程

度が所属しており、意図せずファ

イルが削除され、あるいはデータ

が改変される恐れがある。 

   したがって、使用料の徴収に関

与する者のみがアクセスできるフ

ォルダを作成しファイルを保管す

るか、ファイルにパスワードを設

定する等の対応が必要であると考

える。 

   なお、監査後、速やかに学校整

備課として、ファイルにパスワー

ドを設定したとのことである。 

     

 

第 5

章 

第 3 

1(1) 

 

 1  会計室 出納課 

(1) 監査の結果（指摘） 

  愛知県証紙の売りさばき金の領

収書への個人印の押印について 

   天白区役所総務課の箇所にも記

載しているが、愛知県収入証紙の

売りさばき時に使用する領収書へ

の押印は、収入証紙取扱者となっ

た担当職員が、個人印を押印する

ことを前提にしており、当該職員

に、過度に責任を負わせる取扱い

になっている。 

   これは、「区会計事務の手引」 

（令和元年 7 月改訂 名古屋市会

計管理者各区会計管理者）の「12 

県証紙の取扱い」の規定に従って

事務を行っており、領収書の発行

者の名義は「収入証紙取扱者」と

なっているためである。 

   名古屋市として業務を実施する

以上、個人印の押印を前提とした

 

本件は、区会計事務の手引の規定に

基づき、領収書の発行者の名義を収入

証紙取扱者として個人印の押印を前提

とした事務を行っていたことが原因で

す。 

今回の指摘を受け、愛知県収入証紙

の売りさばきに係る現金の収納に係る

領収書には、現金出納員の公印を押印

するよう整理します。この取扱いにつ

いては、他の収入証紙の売りさばきに

係る会計手続と併せ令和 4 年 9 月に

『愛知県収入証紙売りさばき事務の手

引き』を作成します。 

（会計室出納課） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

取扱いは、改善すべきであると考

える。 

     

 

第 5

章 

第 3 

3(1) 

 

 3  環境局 作業課 

(1) 監査の結果（指摘） 

  システム利用者の機能制限 

   「計量管理システムの運用管理

に関する定め」3-2 利用者の限定

と権限の設定 (1)において、「シ

ステム管理者は、利用者IDとパス

ワードにより計量管理システムを

利用することができる者を限定す

るとともに、システム利用者の職

務に応じ、利用できる機能をあら

かじめ制限する。 」と定められて

いる。 

   環境局工場課では、システム管

理者のもとで、計量に関わる担当

者を決定し必要に応じてシステム

利用者に個人IDとパスワードを付

与している。 

   しかし、システム利用者の職務

に応じた機能の制限までは行われ

ていない。 

   「計量管理システムの運用管理

に関する定め」に従い、システム

利用者の職務に応じ、利用できる

機能を制限する必要があると考え

る。 

   

 

本件は、計量管理システムそのもの

が、システム利用者ごとに利用できる

機能を制限することができる仕様にな

っていなかったことが原因です。 

今回の指摘を受け、令和 4 年度中

に、個別の機能制限ができるようシス

テム改修を実施し、システム利用者の

職務に応じて利用できる機能を制限し

ます。      （環境局作業課） 

 

第 5

章 

第 4 

2(2) 

 

 2  健康福祉局 八事霊園・斎場管理

事務所 

(2) 監査の結果（指摘） 

  領収書への事前押印について 

   霊園係が取り扱う領収書綴りを

確認したところ、未使用の領収書

に、予め公印が押印されていた。 

   この点につき確認したところ、

繁忙期に、使用の都度、押印する

ことは事務的に煩雑になるため、

事前に押印しているとのことであ

った。 

   ただ、名古屋市の公印規則には

以下の規定があり、実質的にも、

 

本件は、墓参者の多い時期に墓地管

理料を窓口で収納するため、あらかじ

め未使用の領収書に領収印を押印して

いたことが原因です。 

 今回の指摘を受け、墓地管理料を窓

口で収納するたびに、領収書に領収印

を押印するよう、実査後ただちに、事

務所内に周知徹底し、取扱いを見直し

ました。 

今後も収納するたびに、領収書に領

収印を押印するようにしてまいりま

す。 

（健康福祉局八事霊園・ 

斎場管理事務所） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

押印済みの白紙領収書は、悪用が

可能となる。 

   改善が必要であると考える。 

 

（押印） 

第 3 条 公印を使用しようとする

者は、原議及び施行すべき文書

を提出して管守者の承認を得た

後に公印使用記録簿（別記第 1 

号様式）に必要事項を記載し、

公印を押印しなければならな

い。 

   

 

第 5

章 

第 4 

3(2) 

 

 3  緑政土木局 農業センター 

(2) 監査の結果（指摘） 

過年度の領収書の取扱いについ 

て 

   農業センターにおいて過年度に

使用していた領収書を確認したと

ころ、未使用分について斜線又は

廃棄の旨の記載がなく、使用可能

な状態であった。 

   この点につき、名古屋市の名古

屋市会計規則及び現金出納員事務

取扱要項には以下の規定があり、

実質的にも、白紙の領収書は悪用

のおそれがあるため、当該規定に

従い、過年度分の領収書について

はすべてに斜線を引き、又は廃棄

の旨を表示し、事後使用すること

ができないようにする対応が必要

であると考える。 

 

名古屋市会計規則 

（現金出納員の現金領収） 

第45条第 5 項 書損等による領収

書（第25号様式）を廃棄するに

は、当該領収書に斜線を引き、

又は廃棄の旨を表示し、そのま

ま冊に残しておかなければなら

ない。 

 

現金出納員事務取扱要項 

（領収書の管理） 

 

本件は、過年度の領収書の取り扱い

について、適切に引継されていなかっ

たことが原因です。指摘後遅滞なく過

年度の領収書にすべて斜線を引き、処

理を行いました。  

今後も同様の業務が発生した場合に

は、適正に処理を行ってまいります。  

さらに、再発防止策として、本件に

ついて令和 3 年10月 6 日及び令和 4 年

 4 月 6 日に所内会にて周知徹底いたし

ました。 （緑政土木局農業センター） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

第 6 条 現金出納員の領収書の管

理は、次の各号に掲げるとおり

とする。なお、規則第45条第 2 

項の規定により市会計管理者が

指定した領収書を使用している

場合には、この取扱いに準じる

ものとする。 

第 4 号 領収書は、使用を開始

した年月日に属する年度にお

いてのみ使用すること。 

なお、使用を開始した領収

書冊のうち、その年度中に使

用せず残った領収書について

は、書損等の取扱い（規則第

45条第 5 項に規定するものを

いう。以下同じ。 ）に準じ、

領収書整理票については、前

号のとおりとする。 

   

 

第 5

章 

第 4 

8(2) 

 

 8  消防局 規制課 

(2) 監査の結果（指摘） 

  公印使用記録簿への記入につい 

て 

   消防局規制課においては、手数

料の収納に係る領収書を発行する

際、取扱い担当者が所定箇所へ公

印を押印しているところ、公印使

用記録簿への記入は、業務終了後

にまとめて行うという取扱いが実

務上慣例化されている。 

   この点につき、現金出納員事務

取扱要項第17条は、「 現金出納員

印の使用管守等については、公印

規則（昭和37年規則第 9 号）によ

るものとする。 」と定めている。

そして、同公印規則第 3 条第 1 項

は、「 公印を使用しようとする者

は、原議及び施行すべき文書を提

出して管守者の承認を得た後に公

印使用記録簿（別記第 1 号様式）

に必要事項を記載し、公印を押印

しなければならない。 」と定め

る。 

   また、公印使用記録簿の記入方

 

本件は、管守者及び経理事務担当者

において、公印規則に基づく公印使用

時の取扱いについて正しく理解されて

いなかったことに起因するものです。 

今回の指摘を受け、令和 3 年10月12

日、当課課長は、現金出納員事務取扱

要項及び公印規則の精読を係員に指示

するとともに、公印使用記録簿への記

入、公印の押印を一連の流れにて適切

に実施するよう周知徹底しました。 

        （消防局規制課） 

 

 総務部総務課では、局内における類

似事例の再発防止を目的に、「 公印の

使用管守等の適正化について」 （令和

 3 年11月 9 日付 3 消総第 1 18号）を発

出し、本市の真正の文書であることの

認証など公印の持つ意義を再認識する

とともに、その使用及び管守等にあた

っては、公印規則に基づき適切に行う

よう周知しました。 

また、令和 3 年11月24日にウェブ開

催した経理事務担当者講習において、

令和 3 年11月 9 日付 3 消総第 1 18号通

知の内容を各所属経理事務担当者等に
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

法について総務局法制課に確認し

たところ、「 公印規則第 3 条第 1 

項において『原議及び施行すべき

文書を提出して管守者の承認を得

た後に公印使用記録簿（別記第 1 

号様式）に必要事項を記載し、公

印を押印しなければならない。 』

としている。このうち公印使用記

録簿への必要事項の記載と公印の

押印が一連の流れで行われている

限り、これらの前後関係は問わな

い。 」旨の回答を得た。 

   一連の流れとは、一連の動作と

しての公印使用記録簿への記入と

公印の押印であり、合理的な事情

により中断した場合でも、その事

情が止み次第、速やかに手続を続

行すべきものであると考える。 

      

対し周知徹底しました。 

（消防局総務課） 

 

第 5

章 

第 4 

9(2) 

 

 9  消防局 港消防署 総務課 

(2) 監査の結果（指摘） 

  不明金について 

   金庫を確認したところ、不明金 

 1 ,600円がビニールファイルに保

管されていた。 

   また、うち 1 ,000円は封筒に入

っており、封筒には平成30年手数

料の余剰金である旨の記載があっ

た。 6 00円はいつから保管されて

いるか不明であった。 

   過年度の過不足金であると考え

られ、長期未処理の現金は健全で

はないため、早急に処理が必要で

あると考える。 

   加えて、定期的な異動時には、

このような不明金の有無につい

て、十分な引継ぎを行う必要があ

ると考える。 

 

 

本件は、収納事務に携わっていた職

員各々における公金を取り扱っている

ことに対する認識の甘さ、過誤納金が

生じた場合に必要な事務手続きなど関

係法令等の理解不足のほか、収納を実

践する担当者レベルにおける責任の所

在が明らかにされていなかったこと、

また、その上席者が担当者任せに終始

し、自らによる日々の確認作業を怠っ

ていたことに起因するものです。 

今回の指摘を受け、再発防止を目的

に港消防署長は、令和 3 年 9 月 7 日に

現金出納員以下関係職員に対し、同様

の不明金が発生することがないよう、

日々の収納事務において過誤納金が発

生した際は、速やかに原因及び納入者

の特定に努め、特定に至らない場合に

ついては、遅滞なく過誤納金管理簿へ

登載し、引継ぎが行えるよう徹底する

とともに、関係法令の精読、日々の収

納事務における確認体制の強化及び現

金収納事務の根拠となる危険物規制事

務を行う予防課並びに現金収納を行う

総務課の連携強化を指示しました。 

 これを受け総務課長は、令和 3 年 9 

月10日に職場会議を開催し、現金収納
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

時における複数人での確実な確認及び

現金出納員による収納事務発生ごとの

確認を総務課職員に対し周知徹底しま

した。 

 また、令和 3 年10月 1 日から申請者

から受領した現金については、申請者

単位で封筒に保管したうえで金庫内に

管理することとし、 1 日の収納総額の

点検時においては、現金収納時に封筒

に記載した受領額・つり銭額・領収書

番号を確認したうえで収納総額の集計

をすることとしました。 

 さらに、令和 3 年11月 4 日から予防

課は、申請者の届出内容及び必要額の

説明に加え、申請者の持参額及びつり

銭についても総務課へ引継ぎしたうえ

で総務課、予防課及び申請者が立会い

のもと収納額の確認をするよう改めま

した。 

金庫内に放置されていた不明金

 1 ,600円につきましては、関係職員に

対するヒアリングの結果、過年度にお

ける危険物規制事務手数料の過誤納金

であることが判明しましたので、令和

 3 年10月13日に財務会計システムで調

定し、収納金出納簿に登載するととも

に、過納金に係る債務に関しまして

は、過誤納金管理簿に登載し管理しま

した。     （消防局港消防署） 

 

 総務部総務課では、発覚後、速やか

に、現金出納員を置く所属における金

庫の現金保管状況を調査のうえ、令和

 3 年 9 月10日までに、不明金の保管な

ど類似事例のないことを確認しまし

た。 

 また、港消防署に対しては、令和 3 

年10月11日に総務部総務課長が出向き

現金の収納状況を確認するとともに、

現金出納員に対し、早急に不明金を処

理すること並びに公金管理の適正化に

ついて説示しました。 

 さらに、局内における再発防止に資

するため、「 公金収納事務の適正化に

ついて」 （令和 3 年10月 1 日付 3 消総

第 1 01号）を発出し、公金の収納にあ
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たっては、現金出納員自らの名と責に

おいて、法令及び規則等に従い適切か

つ確実に実施するよう徹底するととも

に、その具体策などとして、「 公金収

納事務に係る現金残高の確認及び過誤

納金の処理等について」 （令和 3 年10

月 1 日付 3 消総第 1 02号）を発出し、

現金残高の確認は、現金出納員をして

収納当日中に確実に実施するととも

に、万一、過誤納金が発生した場合

は、速やかに原因及び納入者を特定し

還付することのほか、特定できない場

合には、財務会計システム及び帳簿等

において過納額を明確にし、適切に管

理するよう徹底しました。 

 なお、これらの通知内容について

は、令和 3 年10月27日から同年11月10

日の間において、総務課経理係長以下

 3 名の職員が現金出納員を置く各所属

に出向き実際の現金収納事務や公金管

理状況を確認したうえで再徹底すると

ともに、令和 3 年11月24日には、経理

事務担当者講習をウェブ開催し、各所

属経理事務担当者はじめ受講希望者な

どに対し、広く周知を図りました。 

（消防局総務課） 

 

 

第 5

章 

第 4 

12 

(2) 

 

12 中区役所 保険年金課 

(2) 監査の結果（指摘） 

過年度の領収書の取扱いについ 

て 

   保険年金課において過年度に使

用していた領収書を確認したとこ

ろ、未使用分について斜線又は廃

棄の旨の記載がなく、使用可能な

状態であった。 

   この点につき、名古屋市の名古

屋市会計規則及び現金出納員事務

取扱要項には以下の規定があり、

実質的にも、白紙の領収書は悪用

のおそれがあるため、当該規定に

従い、過年度分の領収書について

はすべてに斜線を引き、又は廃棄

の旨を表示し、事後使用すること

ができないようにする対応が必要

 

本件は、名古屋市会計規則及び現金

出納員事務取扱要項の該当規定や白紙

の領収書が悪用されるおそれについ

て、中区保険年金課として十分に認識

できていなかったことが原因です。 

今回の指摘を受け、ただちに過年度

分の白紙の領収書すべてに斜線を引き

ました。また、令和 4 年 3 月31日に令

和 3 年度分の白紙の領収書すべてに斜

線を引きました。 

今回の指摘については、令和 3 年10

月に朝礼及び供覧にて周知徹底しまし

た。 

今後も年度終了後すみやかに、過年

度分の白紙の領収書すべてに斜線を引

き、事後使用することができないよう

にいたします。 （中区保険年金課） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

であると考える。 

 

名古屋市会計規則 

（現金出納員の現金領収） 

第45条第 5 項 書損等による領収

書（第25号様式）を廃棄するに

は、当該領収書に斜線を引き、

又は廃棄の旨を表示し、そのま

ま冊に残しておかなければなら

ない。 

 

現金出納員事務取扱要項 

（領収書の管理） 

第 6 条 現金出納員の領収書の管

理は、次の各号に掲げるとおり

とする。なお、規則第45条第 2 

項の規定により市会計管理者が

指定した領収書を使用している

場合には、この取扱いに準じる

ものとする。 

第 4 号 領収書は、使用を開始

した年月日に属する年度にお

いてのみ使用すること。 

なお、使用を開始した領収

書冊のうち、その年度中に使

用せず残った領収書について

は、書損等の取扱い（規則第

45条第 5 項に規定するものを

いう。以下同じ。 ）に準じ、

領収書整理票については、前

号のとおりとする。 

    

 

第 5

章 

第 4 

13 

(2) 

ア 

 

13 熱田区役所 総務課 

(2) 監査の結果（指摘） 

  ア 大金庫のパスワードの取扱い

について 

    総務課において使用している

金庫は、手提げ金庫、小金庫、

大金庫の 3 種類がある。このう

ち、手提げ金庫は業務時間内の

現金の保管のために使用され、

大金庫は業務時間外の現金の保

管のために使用されている。 

    大金庫について、開錠は、鍵

 

本件は、名古屋市の現金出納員事務

取扱要項への理解が不足していたこと

が原因です。 

今回の指摘を受け、令和 3 年 9 月 9 

日の朝礼において現金出納員事務取扱

要項に基づき金庫のパスワード管理を

行うよう、職員に周知徹底しました。 

また、パスワードを知る職員の異動

や退職の際に、パスワードの変更を行

いました。 （令和 4 年 3 月31日実施） 

今後も現金出納員事務取扱要項に基

づき、適正に実施してまいります。 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

及びパスワードの入力により行

われるが、大金庫の鍵は小金庫

に保管されている。また、開錠

パスワードは、総務課長他 7 名

により共有されており、当該人

数は業務の必要上の最小人数で

あると総務課では考えていると

のことであるが、パスワードを

知る職員の異動や退職の際に、

適時にパスワードの変更が実施

されていなかった。 

    この点につき、名古屋市の現

金出納員事務取扱要項には以下

の規定がある。 

 

（現金の保管） 

第 4 条 現金出納員は、取り扱う

現金の保管にあたり、次の各号

に掲げる事項を遵守しなければ

ならない。 

第 3 号 金庫の鍵（開錠に必要

な情報等を含む）は、管理者

を特定し、安全に保管するこ

と。 

 

    適切な権限を有する人物だけ

が開錠に必要な情報を有する状

況とするため、パスワードを知

る職員の異動や退職の際には、

適時にパスワードを変更する必

要があると考える。 

      

（熱田区総務課） 

 

第 5

章 

第 4 

13 

(2) 

イ 

 

13 熱田区役所 総務課 

(2) 監査の結果（指摘） 

  イ 過年度の領収書の取扱いにつ

いて 

    総務課において過年度に使用

していた領収書を確認したとこ

ろ、未使用分について斜線又は

廃棄の旨の記載がなく、使用可

能な状態であった。 

    この点につき、名古屋市の名

古屋市会計規則及び現金出納員

事務取扱要項には以下の規定が

 

本件は、名古屋市会計規則及び現金

出納員事務取扱要項に基づく、領収書

の管理方法にかかる認識が不足してい

たことが原因です。 

今回の指摘を受け、再発防止のため

令和 3 年 9 月 9 日の朝礼及び令和 4 年

 3 月25日の係会で適正な領収書の管理

について周知徹底いたしました。 

また、未使用分についてはご指摘後

速やかに、すべて斜線を引き使用不可

能な状態に処理しました。（令和 3 年

 9 月 9 日実施） 

97



番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

あり、実質的にも、白紙の領収

書は悪用のおそれがあるため、

当該規定に従い、過年度分の領

収書については、すべてに斜線

を引き、又は廃棄の旨を表示

し、事後使用することができな

いようにする対応が必要である

と考える。 

     

名古屋市会計規則 

（現金出納員の現金領収） 

第45条第 5 項 書損等による領収

書（第25号様式）を廃棄するに

は、当該領収書に斜線を引き、

又は廃棄の旨を表示し、そのま

ま冊に残しておかなければなら

ない。 

 

現金出納員事務取扱要項 

（領収書の管理） 

第 6 条 現金出納員の領収書の管

理は、次の各号に掲げるとおり

とする。なお、規則第45条第 2 

項の規定により市会計管理者が

指定した領収書を使用している

場合には、この取扱いに準じる

ものとする。 

第 4 号 領収書は、使用を開始

した年月日に属する年度にお

いてのみ使用すること。 

なお、使用を開始した領収

書冊のうち、その年度中に使

用せず残った領収書について

は、書損等の取扱い（規則第

45条第 5 項に規定するものを

いう。以下同じ。 ）に準じ、

領収書整理票については、前

号のとおりとする。 

   

今後も名古屋市会計規則及び現金出

納員事務取扱要項に基づき適正な事務

処理を図ってまいります。 

  （熱田区総務課） 

 

第 5

章 

第 4 

15 

(2) 

 

15 熱田区役所 市民課 

(2) 監査の結果（指摘） 

   現金の管理について 

   市民課では現金の受渡しが頻繁

に行われるため、レジスター内の

 

本件は、現金の管理に対する認識不

足のため、レジスター外に準備してい

た両替用硬貨等の管理を徹底できてい

なかったこと、及び、そもそもレジス

ター外に両替用硬貨等を準備しなけれ
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

 つり銭不足及びレジスター内の容

量超過が度々生じる。このため、

両替用硬貨が準備されており、ま

た、レジスター内の容量を空ける

ためにレジスター内の現金を取出

すことがある。 

   しかし、市民課窓口のレジスタ

ー周辺を観察したところ、それら

の現金がレジスター周辺に無造作

に置かれていることが見受けられ

た。 

   このような状況は、現金の管理

状況として相応しくない。 

   レジスター外の現金は、施錠可

能な金庫等に保管する等、改善が

必要であると考える。 

     

ばならなかったことが原因です。 

今回の指摘を受け、令和 3 年10月28

日及び令和 4 年 2 月24日の係会などで

レジスター外の現金の取扱いについて

話し合い、施錠可能な金庫に保管する

よう、職員に周知徹底いたしました。 

また、令和 4 年度には釣銭機の更新

があり、釣銭機の容量を十分に確保で

きるようになったため、現在はレジス

ター外に両替用硬貨等を準備すること

はなくなりました。 

今後も現金の適正な管理について、

職員の意識向上を徹底してまいりま

す。       （熱田区市民課） 

 

第 5

章 

第 4 

16 

(2) 

 

16 熱田区役所 保険年金課 

(2) 監査の結果（指摘） 

過年度の領収書の取扱いについ 

て 

   保険年金課において過年度に使

用していた領収書を確認したとこ

ろ、未使用分について斜線又は廃

棄の旨の記載がなく、使用可能な

状態であった。 

   この点につき、名古屋市の名古

屋市会計規則及び現金出納員事務

取扱要項には以下の規定があり、

実質的にも、白紙の領収書は悪用

のおそれがあるため、当該規定に

従い、過年度分の領収書について

はすべてに斜線を引き、又は廃棄

の旨を表示し、事後使用すること

ができないようにする対応が必要

であると考える。 

 

名古屋市会計規則 

（現金出納員の現金領収） 

第45条第 5 項 書損等による領収

書（第25号様式）を廃棄するに

は、当該領収書に斜線を引き、

又は廃棄の旨を表示し、そのま

ま冊に残しておかなければなら

 

本件は、名古屋市会計規則及び現金

出納員事務取扱要項に基づく、領収書

の管理方法に係る認識が不足していた

ことが原因です。 

今回の指摘を受け、領収書の取り扱

いについてあらためて口頭で周知徹底

するとともに、新たに領収書にも未使

用分の処理について注意書きを明記し

ました。 

また、過年度に使用していた領収書

の未使用分につきまして、速やかに斜

線を引き、事後使用できないよう処理

をしました。 

今後は、適正な事務処理を図ってま

いります。  （熱田区保険年金課） 

99



番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

ない。 

 

現金出納員事務取扱要項 

（領収書の管理） 

第 6 条 現金出納員の領収書の管

理は、次の各号に掲げるとおり

とする。なお、規則第45条第 2 

項の規定により市会計管理者が

指定した領収書を使用している

場合には、この取扱いに準じる

ものとする。 

第 4 号 領収書は、使用を開始

した年月日に属する年度にお

いてのみ使用すること。 

なお、使用を開始した領収

書冊のうち、その年度中に使

用せず残った領収書について

は、書損等の取扱い（規則第

45条第 5 項に規定するものを

いう。以下同じ。 ）に準じ、

領収書整理票については、前

号のとおりとする。 

   

 

第 5

章 

第 4 

17 

(2) 

ア 

 

17 天白区役所 総務課 

(2) 監査の結果（指摘） 

  ア 自動車臨時運行許可証への押

印について 

    自動車臨時運行許可の申請が

あった場合、臨時運行許可証を

発行することになるが、未使用

の許可証について、予め公印が

押印されていた。 

    本来は、許可証を発行する都

度、公印を押印する必要がある

ため、改善が必要であると考え

る。 

 

 

本件は、窓口業務繁忙時に、速やか

に臨時運行許可証を発行できるように

するため、予め許可証に公印を押印し

ていたものです。 

今回の指摘を受け、許可証を発行す

る都度、公印を押印するよう令和 3 年

10月 8 日の朝礼にて係員全員に周知徹

底し、改めました。 （天白区総務課） 

 

第 5

章 

第 4 

17 

(2) 

イ 

 

17 天白区役所 総務課 

(2) 監査の結果（指摘） 

  イ 過年度の領収書の取扱いにつ

いて 

    総務課において過年度に使用

していた領収書を確認したとこ

 

本件は、名古屋市会計規則及び現金

出納員事務取扱要項に定める、年度終

了時点で使用途中となった領収書冊の

未使用領収書に斜線を引き、又は廃棄

の旨を表示することが所属内において

周知徹底されていないことに起因する
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

ろ、未使用分について斜線又は

廃棄の旨の記載がなく、使用可

能な状態であった。 

    この点につき、名古屋市の名

古屋市会計規則及び現金出納員

事務取扱要項には以下の規定が

あり、実質的にも、白紙の領収

書は悪用のおそれがあるため、

当該規定に従い、過年度分の領

収書についてはすべてに斜線を

引き、又は廃棄の旨を表示し、

事後使用することができないよ

うにする対応が必要であると考

える。 

 

名古屋市会計規則 

（現金出納員の現金領収） 

第45条第 5 項 書損等による領収

書（第25号様式）を廃棄するに

は、当該領収書に斜線を引き、

又は廃棄の旨を表示し、そのま

ま冊に残しておかなければなら

ない。 

 

現金出納員事務取扱要項 

（領収書の管理） 

第 6 条 現金出納員の領収書の管

理は、次の各号に掲げるとおり

とする。なお、規則第45条第 2 

項の規定により市会計管理者が

指定した領収書を使用している

場合には、この取扱いに準じる

ものとする。 

第 4 号 領収書は、使用を開始

した年月日に属する年度にお

いてのみ使用すること。 

なお、使用を開始した領収

書冊のうち、その年度中に使

用せず残った領収書について

は、書損等の取扱い（規則第

45条第 5 項に規定するものを

いう。以下同じ。 ）に準じ、

領収書整理票については、前

号のとおりとする。 

    

ものです。 

今回の指摘を受け、過年度分の領収

書にはすべて斜線を引き、事後使用す

ることができないように直ちに対応

し、令和 3 年10月 8 日の朝礼にて係員

全員に周知徹底しました。 

今後は、適正な事務処理を図ってま

いります。    （天白区総務課） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

 

第 5

章 

第 4 

17 

(2) 

ウ 

 

17 天白区役所 総務課 

(2) 監査の結果（指摘） 

  ウ 許可証及び番号票（赤い斜線

が入ったナンバープレート）

の回収について 

    自動車臨時運行を許可した場

合、許可証と番号票（赤い斜線

が入ったナンバープレート）を

発行する。 

    また、自動車臨時運行許可事

務取扱要領（平成 8 年 7 月 名

古屋市市民局地域振興部区政

課）によれば、許可証と番号票

の回収については、以下となっ

ている。 

 

自動車臨時運行許可を受けた者

は、有効期間満了の日から 5 日以

内に番号票及び許可証を返納しな

ければならないこととなってお

り、返納があったときは、自動車

臨時運行許可台帳に返納年月日を

記載し、確認者印を必ず押印す

る。 

また、未返納の三角欄を切り取

り、返納された許可証については

許可番号順に綴り保管する。 

なお、期限を過ぎても返納され

ないときは、以下の期間を目安に

督促を行い、処理経過を備考欄に

記録する。 

(1) 電話により督促（有効期間満了

後 1 週間目） 

(2) 電話により督促（有効期間満了

後 2 週間目） 

(3) 郵便により督促（様式 3 ）（有

効期間満了後 3 週間目） 

(4) 郵便により督促（様式 4 ）（有

効期間満了後 4 週間目） 

(5) 実地調査により督促（有効期間

満了後 6 週間目以降） 

 

    上記について確認したとこ

ろ、往査日の令和 3 年 9 月30日

現在、令和 2 年度・令和 3 年度

 

本件は、許可証と番号票の回収状況

を一覧で確認できる体制を整備してお

らず、未回収であることを認識してい

なかったことに起因するものです。 

今回の指摘を受け、自動車臨時運行

許可台帳補助簿を作成し、定期的に回

収状況・督促状況・数量を確認するこ

ととし、令和 3 年10月 8 日の朝礼にて

係員全員に周知徹底しました。 

また、過去の未回収分について実地

調査による督促を行うなど適切な処理

を実施しました。 （天白区総務課） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

分として、以下の未回収があ

り、実地調査がなされていなか

った（令和元年度以前分につい

ては、確認していない。 ）。  

    公金収納事務の一環として、

速やかに、回収が必要であると

考える。 

 

 有効期限  有効期限 

1 令和 2年 

 7月14日 

5 令和 3年 

 7月18日 

2 令和 3年 

 5月 6日 

6 令和 3年 

 7月23日 

3 令和 3年 

 5月 6日 

7 令和 3年 

 8月 6日 

4 令和 3年 

 5月 8日 

－ － 

 

    また、令和元年度以前分につ

いては、資料の保管上、往査時

には確認できなかったが、そも

そも回収状況を、適時に、一覧

で確認できる状況にはなってい

なかった。 

    現状、個別事由ごとの許可台

帳を、年度別に綴っているのみ

であり、過年度の台帳を倉庫に

保管してしまった場合には、回

収状況を容易に把握することが

できなくなっている。 

    したがって、年度で区切ら

ず、回収一覧を作成し、長期未

回収がないように定期的に確認

する必要があると考える。 

    加えて、番号票（赤い斜線が

入ったナンバープレート）は、

数量が決められ、使い回しをし

ているため、定期的に、未使用

分の番号票の数量を確認すると

ともに、貸し出し中の番号票の

数と合算し、本来あるべき数量

と一致しているか、紛失等がな

いかを確認する必要があると考

える。 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

 

第 5

章 

第 4 

17 

(2) 

エ 

 

17 天白区役所 総務課 

(2) 監査の結果（指摘） 

  エ 大金庫の鍵の管理について 

    区役所内の総務課、市民課、

民生子ども課、税務窓口で扱っ

た現金は、業務終了後、日々、

総務課が管理する大金庫に入れ

て保管することとなっている

が、大金庫の鍵は、鍵のかかる

引き出しに保管するものの、そ

の引き出しの鍵は、鍵のかから

ない引き出しに保管されてい

た。 

    紛失・盗難等のリスクを避け

るため、担当係長と上席者の 2 

名で鍵を管理するか、警備室に

預け入れる必要があると考え

る。 

 

 

本件は、大金庫の鍵を保管する引き

出しの鍵を、鍵のかからない引き出し

に保管していることを知っているのは

限られた職員のみのため、特に問題は

ないと考えていたものです。 

今回の指摘を受け、大金庫の鍵を保

管する引き出しの鍵は、業務終了後、

警備室に預け入れることとし、令和 3 

年10月 8 日の朝礼にて係員全員に周知

徹底しました。  （天白区総務課） 

 

第 5

章 

第 4 

17 

(2) 

オ 

 

17 天白区役所 総務課 

(2) 監査の結果（指摘） 

  オ 公印の管理について 

    公印は、手提げ金庫により保

管されているが、業務時間中

に、総務課の執務室に訪問した

ところ、当該手提げ金庫は、フ

タが空いた状態で、執務室の中

央の机に置かれていた。 

    この点につき、公印規則（昭

和37年規則第 9 号）には、以下

の記載がある。 

 

（管守） 

第 5 条 管守者は、公印を厳重に

管守するとともに、使用には慎

重を期してその不正使用又は盗

難事故を防がなければならな

い。 

 

    現状の対応は、利用者への利

便性を考慮し、公印を速やかに

押印するためのものであるとは

考えられるが、不正使用や盗難

 

本件は、通常であればフタを閉じて

いるものですが、現地確認の際にフタ

が空いていたものです。 

今回の指摘を受け、公印を使用した

後には必ずフタを閉じるよう令和 3 年

10月 8 日の朝礼にて課内全員に周知徹

底したうえ、押印する職員に向け掲示

を行いました。 

当該金庫については、管守者である

総務課長の他、複数の総務課職員が常

に監視できる、総務課長席正面の位置

に配置しており、今後とも厳重に管守

します。     （天白区総務課） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

事故を防ぐため、公印は厳重に

管守する必要があると考える。 

 

 

第 5

章 

第 4 

17 

(2) 

カ 

 

17 天白区役所 総務課 

(2) 監査の結果（指摘） 

  カ 公印使用記録簿への記入方法

について 

    自動車臨時運行許可証の発行

のために、公印を押印している

が、公印使用記録簿への記入

は、業務終了後にまとめて行う

という取扱いが実務上慣例化さ

れていた。 

    この点につき、公印使用記録

簿の記入方法について総務局法

制課に確認したところ、「公印

規則第 3 条第 1 項において『原

議及び施行すべき文書を提出し

て管守者の承認を得た後に公印

使用記録簿（別記第 1 号様式）

に必要事項を記載し、公印を押

印しなければならない。 』とし

ている。このうち公印使用記録

簿への必要事項の記載と公印の

押印が一連の流れで行われてい

る限り、これらの前後関係は問

わない。 」旨の回答を得た。 

    一連の流れとは、一連の動作

としての公印使用記録簿への記

入であり、合理的な事情により

中断した場合でも、その事情が

止み次第、速やかに手続を続行

すべきものであると考える。 

     

 

本件は、公印規則に則した事務が行

われていなかったもので、公印使用の

手続についての認識が不十分だったこ

とが原因でした。 

今回の指摘を受け、許可証を発行す

る都度、公印の押印と公印使用記録簿

への記入を一連の流れで行うよう、令

和 3 年10月 8 日の朝礼にて係員全員に

周知徹底し、改めました。 

       （天白区総務課） 

 

第 5

章 

第 4 

17 

(2) 

キ 

 

17 天白区役所 総務課 

(2) 監査の結果（指摘） 

  キ 愛知県証紙の売りさばきの領

収書への押印について 

    愛知県収入証紙の売りさばき

時に使用する領収書は、担当課

としてパソコンで作成し、未使

用の領収書について、収入証紙

取扱者として担当職員の個人印

が予め押印されていた。 

 

本件は、窓口業務繁忙時に、速やか

に領収書を発行できるようにするた

め、あらかじめ収入証紙取扱者印を押

印していたものです。 

 今回の指摘を受け、領収書の発行の

都度、押印するよう令和 3 年10月 8 日

の朝礼にて係員全員に周知徹底し、改

めました。    （天白区総務課） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

    本来、押印については、領収

書の発行の都度、押印すべきで

あると考える。 

     

 

第 5

章 

第 4 

19 

(2) 

ア 

 

19 天白区役所 保険年金課 

(2) 監査の結果（指摘） 

  ア 長期未処理の過誤納金につい

て 

    金庫を確認したところ、前年

度以前の国民健康保険料の過誤

納金 9 96円が未処理のまま、保

管されていた（いつから未処理

になっているのかは不明）。  

    長期未処理の過誤納金は健全

ではないため、早急に処理が必

要であると考える。 

    加えて、定期的な異動時に

は、未処理の現金の有無につい

て、十分な引継ぎを行う必要が

あると考える。 

     

 

本件は、過誤納金が生じた原因が判

明し次第返還できるよう、原課での保

管とし続けていたことが原因です。 

今回の指摘を受け、令和 3 年10月25

日の職場会議で再発防止に向けた周知

徹底を図り、令和 3 年11月22日には、

関係部署と調整し、当該過誤納金を雑

入として収納処理を行いました。 

また、定期異動時（令和 4 年 3 月25

日）に未処理金のないことを確認し、

適切に引継ぎを行いました。 

今後はより厳格に公金を取り扱うと

ともに、疑義が生じた場合に関係部署

へ速やかに相談をすることで、同様の

長期未処理の過誤納金が生じることが

ないよう対応してまいります。 

       （天白区保険年金課） 

 

 

第 5

章 

第 4 

19 

(2) 

イ 

 

19 天白区役所 保険年金課 

(2) 監査の結果（指摘） 

  イ 金融機関からの払戻請求書に

ついて 

    金庫を確認したところ、未使

用の払戻請求書（金融機関の窓

口で預金を引き出すための用

紙）が複数枚保管されており、

予め、銀行届出印が押印されて

いた。 

    金庫は、複数名が使用するた

め、万一、当該払戻請求書を入

手した場合には、預金残高全額

を引き出すことができることと

なる。 

    銀行届出印は、使用の都度、

押印する必要があると考える。 

       

 

本件は、事務手続きの簡略化を優先

して、あらかじめ払戻請求書に銀行届

出印を押印していたことが原因です。 

 今回の指摘を受け、押印済みの払戻

請求書を直ちに処分し、実査翌日の朝

礼において、預金の引き出しの都度、

現金出納員が押印することとする旨を

周知いたしました。 

今後も適切な事務処理を周知徹底し

てまいります。 （天白区保険年金課） 

 

第 6

章 

 

第 3  各区役所市民課における現金収

納事務取扱要領の監査の結果、

 

 本件は、「 準則」に沿った運用をし

ていたものの、「 要領」が「準則」に
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

第 3 

1(1) 

各区役所に対する指摘又は意見 

 1  中村区役所 

(1) 監査の結果（指摘） 

   「要領」を定めているが、金庫

内現金の持出しについて管理簿に

記録する旨、レジスターの鍵の管

理者を定める旨及び郵送請求等で

収受した定額小為替の取扱いに関

する事項の記載がなかった。 

   実際の業務では、金庫内現金の

持出しについて管理簿への記録は

行われ、レジスターの鍵の管理者

は定められており、郵送請求等で

収受した定額小為替についても

「準則」の通りに取り扱っている

とのことであった。また、「 指摘

を受けて要領を準則に合致するよ

うに改正した。 」との回答を得て

いる。この点につき、今後も「準

則」の改正を「要領」に適時に反

映して運用するとともに、当該運

用を確認することが望まれる。 

      

従うものであるという認識がなく、 

「要領」が適時・ 適切に改正されなか

ったため、「 要領」と運用にかい離が

生じてしまったことが原因です。 

 今回の指摘を受け、「 要領」に「準

則」を反映させる形で改正を行い、内

部統制における自己評価にあわせて令

和 3 年11月に係会や回覧等にて指摘の

内容及び改正内容を周知し、運用の再

確認を行いました。 

今後も「準則」の改正を「要領」に

適時に反映して運用するとともに、当

該運用を確認してまいります。 

    （中村区市民課） 

 

第 6

章 

第 3 

2(1) 

 

第 3  各区役所市民課における現金収

納事務取扱要領の監査の結果、

各区役所に対する指摘又は意見 

 2  中区役所 

(1) 監査の結果（指摘） 

   「要領」を定めているが、レジ

スターの鍵の管理者を定める旨及

び郵送請求等で収受した定額小為

替の取扱いに関する事項の記載が

なかった。 

   実際の業務では、レジスターの

鍵の管理者は定められており、郵

送請求等で収受した定額小為替に

ついても「準則」の通りに取り扱

っているとのことであった。ま

た、「 指摘を受けて要領を準則に

合致するように改正した。 」との

回答を得ている。この点につき、

今後も「準則」の改正を「要領」

に適時に反映して運用するととも

に、当該運用を確認することが望

まれる。 

 

本件は、現金収納事務に関して変

更・追加などのため、準則が改正され

ていたが、準則の改正内容を反映して

要領の改正を失念したことが原因で

す。 

今回の指摘を受け、要領の改正を行

いました。令和 3 年12月23日の内部統

制に関する職場会議等にて周知しまし

た。 

今後も、「 準則」の改正を「要領」

に適時に反映して運用するとともに、

当該運用を確認してまいります。 

（中区役所市民課） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

 

第 6

章 

第 3 

3(1) 

 

第 3  各区役所市民課における現金収

納事務取扱要領の監査の結果、

各区役所に対する指摘又は意見 

 3  昭和区役所 

(1) 監査の結果（指摘） 

   「準則」によれば、不交付分証

明書の保存期間は、住民票関係等

が 3 年、戸籍関係が 5 年として記

載されている。しかしながら、昭

和区役所の「要領」では、不交付

分証明書は住民票関係等及び戸籍

関係を区分することなく、 3 年と

記載されている。つまり、昭和区

役所では、戸籍関係の不交付分証

明書について、本来 5 年間保存さ

れなければならないところ、 3 年

経過時に破棄されてしまうおそれ

がある状況となっていた。 

   実際の業務では、戸籍関係の不

交付分証明書の保存期間を 5 年と

して、「 準則」の通りに取り扱っ

ているとのことであった。また、

「 指摘を受けて要領を準則に合致

するように改正した。 」との回答

を得ている。この点につき、今後

も「準則」の改正を「要領」に適

時に反映して運用するとともに、

当該運用を確認することが望まれ

る。 

     

 

本件は、平成25年 4 月 1 日に「収納

事務取扱準則」が改正された際に、昭

和区の「要領」である「現金収納事務

の定め」の改正を失念したことが原因

です。  

今回の指摘を受け、準則に合致する

ように令和 3 年10月13日に「定め」を

改正するとともに、朝礼及び文書回覧

で課内に周知をしました。  

今後も「準則」が改正された際に

は、ただちに「定め」に反映して運用

するとともに、正しく運用されている

かを確認するよう努めてまいります。  

（昭和区市民課） 

 

第 6

章 

第 3 

4(1) 

 

第 3  各区役所市民課における現金収

納事務取扱要領の監査の結果、

各区役所に対する指摘又は意見 

 4  緑区役所 

(1) 監査の結果（指摘） 

   緑区役所では、現金収納事務に

係る取扱要領に関し、「 準則」に

沿って「緑区市民課現金収納事務

取扱マニュアル」が作成されてい

るが、市民課内において周知され

ていなかったため、周知すべきで

ある。なお、指摘を受け、改めて

周知を行ったとの回答を得てい

る。 

 

緑区役所では、現金出納事務におい

て「準則」を直接使用し、平成19年に

制定した「緑区市民課現金出納事務取

扱マニュアル（以下、「 マニュアル」

という。） 」を使用しておりませんで

した。 

そのため、「 マニュアル」自体が職

員に浸透しておらず、「 準則」の改正

に伴う「マニュアル」改正を怠ってい

たことが原因です。 

今回の指摘を受け、従来の「マニュ

アル」を廃止し、「 準則」にしたがっ

て執り行う「市民課現金収納事務取扱

要領（以下、「 要領」という。） 」を
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

   また、「 準則」によれば、不交

付分証明書の保存期間は、住民票

関係等が 3 年、戸籍関係が 5 年と

して記載されている。しかしなが

ら、緑区役所の「マニュアル」で

は、不交付分証明書は住民票関係

等及び戸籍関係を区分することな

く、 3 年と記載されている。つま

り、緑区役所では、戸籍関係の不

交付分証明書について、本来 5 年

間保存されなければならないとこ

ろ、 3 年経過時に破棄されてしま

うおそれがある状況となってい

た。 

   実際の業務では、戸籍関係の不

交付分証明書の保存期間を 5 年と

して、「 準則」の通りに取り扱っ

ているとのことであった。また、

「 指摘を受けて要領を準則にした

がって執り行う旨の記載に改正し

た。 」との回答を得ている。この

点につき、実際に「準則」を参考

に業務を運用するとともに、当該

運用を確認することが望まれる。 

         

新たに制定すると同時に、令和 3 年10

月28日、12月14日及び令和 4 年 8 月26

日の職場内会議で「要領」の位置づけ

について周知しました。 

今後も「準則」や「要領」に基づき

業務を運用するとともに、当該運用を

確認してまいります。 （緑区市民課） 

 

第 6

章 

第 3 

5(1) 

 

第 3  各区役所市民課における現金収

納事務取扱要領の監査の結果、

各区役所に対する指摘又は意見 

 5  名東区役所 

(1) 監査の結果（指摘） 

   「準則」によれば、不交付分証

明書の保存期間は、住民票関係等

が 3 年、戸籍関係が 5 年として記

載されている。しかしながら、名

東区役所の「要領」では、不交付

分証明書は住民票関係等及び戸籍

関係を区分することなく、 3 年と

記載されている。つまり、名東区

役所では、戸籍関係の不交付分証

明書について、本来 5 年間保存さ

れなければならないところ、 3 年

経過時に破棄されてしまうおそれ

がある状況となっていた。 

   実際の業務では、戸籍関係の不

交付分証明書の保存期間を 5 年と

 

本件は、平成25年 4 月 1 日付の要領

改正時に当該項目の改正を怠ったた

め、旧取り扱いで記載されたままとな

っていたことが原因です。 

 今回の指摘を受け、令和 3 年10月 1 

日付要領改正を行うとともに、課内会

議（各係会）において本件について周

知し、準則通りの取り扱いの徹底を確

認いたしました。また、同時に今後の

準則改正に伴う要領への反映及び運営

を確認いたしました。 

なお、直近では令和 4 年 4 月 1 日付

で改正しております。今後も準則の改

正を要領に適時に反映して運用すると

ともに、当該運用を確認してまいりま

す。       （名東区市民課） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

して、「準則」の通りに取り扱っ

ているとのことであった。また、

「 指摘を受けて要領を準則に合致

するように改正した。 」との回答

を得ている。この点につき、今後

も「準則」の改正を「要領」に適

時に反映して運用するとともに、

当該運用を確認することが望まれ

る。 
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   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出の公告 

 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 6条第 1項の規定により大

規模小売店舗の変更の届出がなされましたので、同条第 3項において準用する

同法第 5条第 3項の規定により次のとおり公告します。 

 

  令和 4年11月 9日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ＪＲセントラルタワーズ・ＪＲゲートタワー・ＪＰタワー名古屋 

名古屋市中村区名駅一丁目1015番 1 ほか36筆 

 

2 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ 

ては代表者の氏名 

№
変更前 変更後 変更

年月
日 

氏名又は 
名  称 

代表者の 
氏  名 

住  所 
氏名又は 
名  称 

代表者の 
氏  名 

住  所 

1 

ジェイアー
ルセントラ
ルビル㈱ 

代表取締役
坪内 良人

名古屋市中
村区名駅一
丁目 1番 3
号 

変更なし 代表取締役
巣山 芳樹

変更なし 令和 
4年 
6月

27日 

2 

名工建設㈱代表取締役
渡邉 清 

名古屋市中
村区名駅一
丁目 1番 4
号 

変更なし 代表取締役
松野 篤二

変更なし 令和 
 4年 
 6月 
28日 

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに 

法人にあっては代表者の氏名 

№
変更前 変更後 変更

年月
日 

氏名又は 
名  称 

代表者の 
氏  名 

住  所 
氏名又は 
名  称 

代表者の 
氏  名 

住  所 
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1 

ジェイアー
ルセントラ
ルビル㈱ 

代表取締役
坪内 良人

名古屋市中
村区名駅一
丁目 1番 3
号 

変更なし 代表取締役
巣山 芳樹

変更なし 令和 
4年 
6月

27日 

2 

㈱トレセン
テ 

代表取締役
平岩 誠 

東京都中央
区新川二丁
目15番11号

変更なし 代表取締役
藤原 達也

変更なし 令和 
 4年 
 1月 
1日 

3 

㈱ジーユー
 

代表取締役
柚木 治 

東京都港区
赤坂九丁目
7番 1号 

変更なし 変更なし 東京都江東
区有明一丁
目 6番 7号

令和 
元年 
 9月 
1日 

4 

㈱ザ・クロ
ックハウス

代表取締役
平野 信之

東京都中央
区築地四丁
目 1番 1号

― ― ― 令和 
 4年 
 6月 
19日 

5 

㈱エイトワ
ン 

代表取締役
大籔 崇 

愛媛県松山
市湯渡町10
番25号 

― ― ― 令和 
 4年 
 5月 
30日 

6 

ラスアンテ
ルナショナ
ル㈱ 

代表取締役
松村 憲一

名古屋市中
村区千成通
1丁目27番

地 

― ― ― 令和 
 4年 
 6月 
15日 

 

3 変更の日 

  2で既述 

 

4 変更した理由 

(1) 設置者、№ 1及び№ 2の小売業者については、代表者変更のため 

(2) № 3の小売業者については、住所変更のため 

(3) № 4から№ 6までの小売業者については、退店のため 

 

 5 届出の日 

  令和 4年10月25日 

 

 6 届出書の縦覧場所 

  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5階） 
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7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

    令和 4年11月 9日から令和 5年 3月 9日まで。ただし、名古屋市の休日を

定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の

休日を除きます｡ 

午前 8時45分から午後 5時00分まで 

 

 8 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店舗

を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に

ついて意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し意

見書の提出によりこれを述べることができます。 

 

 9 意見書の提出期限及び提出先 

  令和 5年 3月 9日  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 

 

                 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 
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   名古屋市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定公告 

 

 名古屋市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成12年名古屋市上下水

道局管理規程第54号）第 5条の規定により、次のように名古屋市上下水道局指

定給水装置工事事業者を指定したので、同規程第17条第 1号の規定により公告

する。 

 

  令和 4年11月 9日 

 

名古屋市上下水道局長  飯 田   貢  

            

指定した指定給水装置工事事業者 

指定番号 名  称 代表者 所 在 地 指定年月日 

第1565号 ㈱鍛治庫 

商店 

髙木 公之 愛知県小牧市大字本 

庄2614番地14 

令和 4年10月19日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市上下水道局経営本部営業部営業課 
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   名古屋市上下水道局指定給水装置工事事業者の廃止公告 

 

 名古屋市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成12年名古屋市上下水

道局管理規程第54号）第 9条第 3項の規定により、名古屋市上下水道局指定給

水装置工事事業者から次のように事業の廃止の届出があったので、同規程第17

条第 2号の規定により公告する。 

 

  令和 4年11月 9日 

 

               名古屋市上下水道局長  飯 田   貢  

 

事業を廃止した指定給水装置工事事業者 

指定番号 名  称 代表者 所 在 地 廃止年月日 

第1321号 ㈱ミニミ 

ニ中部本 

部 

大原 輝之 名古屋市中区錦三丁 

目16番27号 栄パー 

クサイドプレイス 

令和 4年10月 5日 

第1227号 中島組 中島 義仁 名古屋市南区城下町 

 2丁目 2番地 2 

令和 4年10月12日 

第1167号 三菱ケミ 

カルアク 

ア・ソリ 

ューショ 

ンズ㈱ 

小森谷 友 

和 

名古屋市中村区中村 

町 6丁目 5番地 

令和 4年10月26日 

 

 

 

 

 

 

名古屋市上下水道局経営本部営業部営業課 
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   名古屋市上下水道局指定排水設備工事店の指定公告 

 

 名古屋市上下水道局指定排水設備工事店規程（平成12年名古屋市上下水道局

管理規程第61号）第 3条の規定により、次のように名古屋市上下水道局指定排

水設備工事店を指定したので、同規程第22条第 1項第 1号の規定により公告す

る。 

 

令和 4年11月 9日 

 

名古屋市上下水道局長  飯 田   貢  

 

指定した指定排水設備工事店 

指定番号 名  称 代表者 所 在 地 指定年月日 

第1565号 ㈱鍛治庫 

商店 

髙木 公之 愛知県小牧市大字本 

庄2614番地14 

令和 4年10月19日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市上下水道局経営本部営業部営業課 
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   名古屋市上下水道局指定排水設備工事店の廃止公告 

 

 名古屋市上下水道局指定排水設備工事店規程（平成12年名古屋市上下水道局

管理規程第61号）第 7条第 2項の規定により、名古屋市上下水道局指定排水設

備工事店から次のように事業の廃止の届出があったので、同規程第22条第 1項

第 2号の規定により公告する。 

 

  令和 4年11月 9日 

 

名古屋市上下水道局長  飯 田   貢  

 

事業を廃止した指定排水設備工事店 

指定番号 名  称 代表者 所 在 地 廃止年月日 

第1227号 中島組 中島 義仁 名古屋市南区城下町 

 2丁目 2番地 2 

令和 4年10月12日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市上下水道局経営本部営業部営業課 
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   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の廃止の届出の公告 

 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 6条第 5項の規定により大

規模小売店舗の廃止の届出がなされましたので、同条第 6項の規定により次の

とおり公告します。 

 

  令和 4年11月11日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

西友御器所店 

  名古屋市昭和区塩付通 3丁目 1番 2 ほか 5筆 

                   

 2 大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計 

   3,509平方メートル            

                       

 3 大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計 

   0平方メートル 

 

 4 大規模小売店舗内の店舗面積の合計が 1,000平方メートル以下となる日 

  令和 4年11月30日 

 

 5 廃止する理由 

  店舗閉店のため 

 

                 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 
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   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出の公告 

 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 6条第 1項の規定により大

規模小売店舗の変更の届出がなされましたので、同条第 3項において準用する

同法第 5条第 3項の規定により次のとおり公告します。 

 

  令和 4年11月11日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  栄グローブ 

  名古屋市中区栄三丁目 705番 ほか 4筆 

 

2 変更した事項 

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに 

法人にあっては代表者の氏名 

変更前 変更後 

氏名又は 
名  称 

代表者の 
氏  名 

住  所 
氏名又は 
名  称 

代表者の 
氏  名 

住  所 

㈱ＩＴＸジ
ャパン 

代表取締役 
ペッターソ
ン 万里 

東京都渋谷
区恵比寿西
一丁目10番
11号 

変更なし 代表取締役 
ローソン悦
子 

変更なし 

 

3 変更の日 

令和 4年 9月20日 

 

4 変更した理由 

代表者変更のため 

 

 5 届出の日 
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  令和 4年10月26日 

 

 6 届出書の縦覧場所 

  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5階） 

 

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

    令和 4年11月11日から令和 5年 3月13日まで。ただし、名古屋市の休日を

定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の

休日を除きます｡ 

午前 8時45分から午後 5時00分まで 

 

 8 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店舗

を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に

ついて意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し意

見書の提出によりこれを述べることができます。 

 

 9 意見書の提出期限及び提出先 

  令和 5年 3月13日  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 

 

                 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 
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   公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の 

位置及び構造の認定に係る公告 

 

 建築基準法（昭和25年法律第 201 号）第86条の 2 第 1 項の規定に基づき、次 

の認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造を 

認定しましたので、同条第 6 項の規定により、次のとおり公告するとともに、 

その関係図書を一般の縦覧に供します。 

 

  令和 4 年11月11日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1  認定対象区域 

名古屋市南区氷室町1901番及び1902番 

 

 2   縦覧場所 

 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

 名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課 

 （名古屋市役所西庁舎 2 階） 

 

 3  縦覧日時 

 名古屋市の休日を定める条例（平成 3 年名古屋市条例第36号）第 2 条第 1 

項に規定する本市の休日以外の日の午前 8 時45分から午後 5 時15分まで。た

だし、正午から午後 1 時までを除きます。 

 

名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課 
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   職員の懲戒処分 

 

 地方公務員法（昭和25 年法律第 261  号）の規定により、次の者を令和 4 年11 

月 9 日懲戒処分に付した。 

 

  令和 4 年11月 9 日 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

所属及び補職名 処分の内容 処 分 理 由 

健康福祉局主査 戒告 
地方公務員法第29 条第 1 項第 1 号及び 

第 3 号 
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